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コ ラ ラ ン ッム イ ナ プ
ここまで来た天然ガストラック新時代【天然ガス自動車は次世代自動車と戦えるか】…３
面／トラック運送事業者のための経営のヒント【異常を正常に戻す千載一遇の好機】…
６面／食の新旧街道を行く【魚食文化の道①「フライが絶品、伊勢えび」】…７面

輸送量 前年同月比

トラック
特別積合せ（千トン） 6,305 102.6%

一　般 ― 101.3%
宅配便（千個） 463,189 109.9%

輸送統計
平成28年12月分
▶国土交通省調べ

交通事故統計 事業用貨物自動車の死亡事故件数
普通 中型 大型 計

0
（−2）

8
（−3）

10
（±0）

18
（−5）

交通事故死者数（人）
1月31日現在 3月13日現在

282
（−67）

693
（−55）

全国の死亡
事故件数

276
（−52）

平成29年1月末
事業用トラック第1当事者死亡事故件数
軽貨物は除く。（  ）内は前年同月比増減数
▶警察庁調べ

今号に掲載した記事の関連資料と
関連HPへは全ト協HPバナーから
アクセスできます。

▼全ト協会員専用ページのパスワード▼

3/15〜4/14  3516
4/15〜5/14  1414

６
・�全ト協「青年経営者等
による先進的な事業取組
に対する顕彰」事例紹介
�群馬県トラック協会青年部会

スマートフォンなどモバイル端末にも
対応する「トラマップ群馬」

２・３
・�トラック協会ニュース
・�官公庁ニュース（国交省等）

８ ・��改正道路交通法が施行
「準中型免許」スタート

７ ・��インターンシップ受け入れを
始めませんか？

4・5
　公益社団法人
　　　全日本トラック協会
「平成29年度事業計画と予算」

※平成28年度第2回運行管理者試験問題（貨物）
と解答は抜き出してご活用ください

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
３
月
９
日
︑
第
１
６
９
回

理
事
会
を
開
き
︑
平
成
29
年
度
事
業
計
画
書
（
案
）︑

29
年
度
一
般
会
計
収
支
予
算
書
（
案
）︑
交
付
金
特
別

会
計
収
支
予
算
書
（
案
）︑
鈴
木
基
金
特
別
会
計
収
支

予
算
書
（
案
）
な
ど
を
審
議
︒
提
案
議
案
の
全
て
に
つ

い
て
原
案
通
り
承
認
し
た（
詳
細
は
４
・
５
面
に
掲
載
）︒

「
働
き
方
改
革
」の
推
進
に
向
け
て

ス
協
会
︑
全
国
ハ
イ
ヤ
ー
・

タ
ク
シ
ー
連
合
会
の
各
団
体

の
幹
部
も
参
加
し
た
︒
国
交

省
側
は
石
井
国
交
大
臣
に
加

え
て
︑
末
松
信
介
副
大
臣
︑

根
本
幸
典
大
臣
政
務
官
︑
田

端
浩
審
議
官
︑
藤
井
直
樹
自

動
車
局
長
︑
加
藤
進
貨
物
課

長
ら
が
出
席
し
た
︒

　

冒
頭
︑石
井
国
交
大
臣
は
︑

﹁
自
動
車
運
送
事
業
は
︑
日

本
の
物
流
・
人
流
を
支
え
て

お
り
︑そ
の
役
割
は
大
き
い
︒

一
方
で
︑
他
産
業
と
比
べ
て

厳
し
い
労
働
環
境
に
あ
り
︑

特
に
ト
ラ
ッ
ク
で
は
他
産
業

よ
り
労
働
時
間
が
２
割
長

く
︑
人
手
不
足
感
が
強
ま
っ

　

国
土
交
通
省
は
３
月
７

日
︑
自
動
車
運
送
事
業
に
お

け
る
﹁
働
き
方
改
革
﹂
を
推

進
す
る
た
め
︑﹁
石
井
国
土

交
通
大
臣
と
自
動
車
運
送
事

業
関
係
団
体
と
の
意
見
交
換

会
﹂
を
開
催
し
た
︒
政
府
の

主
要
施
策
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

る
長
時
間
労
働
の
是
正
等
の

﹁
働
き
方
改
革
﹂
を
進
め
る

た
め
︑
自
動
車
運
送
事
業
関

係
団
体
の
ト
ッ
プ
と
石
井
国

交
大
臣
と
の
意
見
交
換
会
を

実
施
し
た
も
の
︒

　

当
日
は
︑
全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
協
会
の
星
野
良
三
会
長
︑

坂
本
克
已
副
会
長
︑
福
本
秀

爾
理
事
長
の
ほ
か
︑
日
本
バ

て
い
る
﹂
と
指
摘
し
た
︒
続

け
て
︑﹁
こ
の
状
況
を
打
破
し

ド
ラ
イ
バ
ー
に
安
心
し
て
力

を
発
揮
し
て
も
ら
う
た
め
に

は
︑
長
時
間
労
働
が
常
態
化

し
て
い
る
現
状
を
変
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
﹂
と
述
べ
る

と
と
も
に
︑﹁
現
在
︑
適
用

除
外
と
し
て
告
示
で
別
途
定

め
ら
れ
て
い
る
時
間
外
労
働

の
上
限
規
制
に
つ
い
て
も
︑

働
き
方
改
革
の
一
環
と
し
て
︑

こ
の
際
︑
見
直
し
を
行
っ
た

ほ
う
が
将
来
の
自
動
車
運
送

事
業
に
プ
ラ
ス
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
﹂
と
提
起

し
た
︒

　

星
野
会
長
か
ら
は
︑﹁
働

き
方
改
革
に
つ
い
て
は
︑
人

材
確
保
の
観
点
か
ら
も
重
要

で
あ
り
︑
労
働
時
間
短
縮
に

向
け
て
一
層
努
力
し
た
い
︒

長
時
間
労
働
改
善
の
た
め
に

は
荷
主
の
理
解
・
協
力
等
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

し
て
︑
上
限
規
制
の
あ
り
方

に
つ
い
て
ご
検
討
い
た
だ
き

た
い
﹂
と
述
べ
︑
特
に
︑
荷

主
の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と

や
︑
上
限
規
制
の
導
入
に
当

た
っ
て
相
当
な
猶
予
期
間
を

設
け
る
と
と
も
に
段
階
的
に

適
用
す
る
こ
と
な
ど
を
お
願

い
し
︑
要
望
事
項
に
つ
い
て

後
日
改
め
て
提
出
す
る
こ
と

と
し
た
︒

　

冒
頭
︑
星
野
良
三
会
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
︑
事
業
用

貨
物
自
動
車
が
第
１
当
事
者

と
な
る
死
亡
事
故
件
数
に
つ

い
て
︑平
成
28
年
は
前
年
（
３

０
８
件
）
よ
り
も
大
幅
減
の

２
５
８
件
と
な
る
こ
と
に
触

れ
た
上
で
︑﹁
交
通
事
故
件

数
の
減
少
は
日
頃
の
皆
様
方

の
取
り
組
み
の
成
果
だ
︒
今

後
も
︑
な
お
一
層
の
努
力
を

お
願
い
し
た
い
﹂と
語
っ
た
︒

ま
た
︑
３
月
12
日
か
ら
準
中

型
免
許
制
度
が
開
始
さ
れ
る

の
に
伴
い
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
施
策

を
講
じ
︑
大
量
の
高
等
学
校

新
卒
者
採
用
が
叶
う
よ
う
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
﹂
と
︑

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
お
け

る
人
材
獲
得
強
化
へ
の
意
気

込
み
を
述
べ
た
︒

　

承
認
さ
れ
た
29
年
度
事
業

計
画
書
で
は
︑
最
重
点
施
策

適
正
取
引
推
進
・
生
産
性
向
上
・
長
時
間
労
働
抑
制
実
現
に
向
け
前
進

29年度事業計画・予算書など承認

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
︑
新
た
に

女
性
部
会
を
設
立
し
︑
４
月
24
日
に
女
性

部
会
設
立
総
会
を
開
催
す
る
︒

　

同
部
会
は
︑
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け

る
活
躍
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
指
し
設

立
︒
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
に
お
け
る
女
性

経
営
者
・

女
性
管
理

者
の
資
質

向
上
を
図

る
ほ
か
︑
女
性
の
視
点
か
ら
協
会
諸
活
動

お
よ
び
地
域
福
祉
活
動
に
参
画
す
る
と
と

も
に
︑
女
性
の
活
躍
を
推
進
す
る
た
め
の

提
言
を
行
い
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
発

展
お
よ
び
地
位
向
上
に
寄
与
し
て
い
く
︒

　

３
月
９
日
に
開
催
さ
れ
た
第
１
６
９
回

理
事
会
で
︑
女
性
部
会
設
立
に
つ
い
て
承

認
さ
れ
た
︒
今
後
は
︑
女
性
部
会
設
立
総

会
開
催
に
向
け
て
準
備
を
加
速
さ
せ
て
い

く
︒

　

３
月
１
日
現
在
︑
全
国
16
の
ト
ラ
ッ
ク

協
会
で
女
性
組
織
が
設
置
さ
れ
て
お
り

（
そ
の
ほ

か
１
地
区
︑

２
支
部
組

織
で
設
置
）︑

各
種
活
動
を
実
施
し
て
い
る
︒
全
ト
協
で

は
︑
未
設
置
の
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
の
女
性

組
織
の
設
置
を
呼
び
か
け
︑
女
性
の
活
躍

を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
づ
く
り
を
強
化

し
て
い
く
︒

と
し
て
７
項
目
︑
重
点
施
策

と
し
て
５
項
目
を
挙
げ
て
い

る
︵
表
︶︒

　

28
年
度
の
最
重
点
施
策
で

は
﹁
取
引
環
境
の
改
善
及
び

長
時
間
労
働
の
抑
制
に
向
け

た
諸
対
策
の
推
進
﹂
を
掲
げ

て
い
た
が
︑
官
民
挙
げ
て
ト

ラ
ッ
ク
運
送
事
業
に
お
け
る

生
産
性
向
上
に
取
り
組
ん
で

い
る
こ
と
も
踏
ま
え
︑
29
年

度
は
新
た
に
﹁
生
産
性
の
向

上
に
向
け
た
諸
対
策
﹂
を
盛

り
込
ん
で
い
る
︒

　
﹁
交
通
及
び
労
災
事
故
の

防
止
﹂
で
は
︑
労
働
対
策
と

し
て
︑﹁
過
労
死
等
防
止
計

画
﹂
策
定
な
ど
過
労
死
防
止

対
策
の
推
進
に
取
り
組
む
︒

　

ま
た
︑
準
中
型
免
許
制
度

開
始
に
伴
い
︑
高
校
新
卒
者

等
の
﹁
人
材
確
保
対
策
の
推

進
﹂
に
つ
い
て
も
最
重
点
施

策
に
盛
り
込
ん
だ
︒

　

さ
ら
に
︑
輸
送
効
率
化
に

資
す
る
自
動
運
転
・
隊
列
走

行
等
へ
の
対
策
を
強
化
す
べ

く
︑﹁
新
技
術
を
活
用
し
た

物
流
の
効
率
化
等
の
推
進
﹂

　

理
事
会
に
先
立
ち
︑
第
11

回
全
国
貨
物
自
動
車
運
送
適

正
化
事
業
実
施
機
関
本
部
長

会
議
が
開
催
さ
れ
た
︒

　

議
案
と
し
て
は
︑
①
平
成

28
年
度
適
正
化
事
業
実
施
機

関
の
活
動
状
況
②
29
年
度
適

正
化
事
業
活
動
指
針
︱
︱
が

審
議
さ
れ
︑
原
案
通
り
承
認

さ
れ
た
︒

　

29
年
度
適
正
化
事
業
活
動

指
針
と
し
て
は
︑
適
正
化
事

業
指
導
員
に
対
す
る
研
修
事

業
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
︑

﹁
巡
回
指
導
の
指
針
﹂﹁
巡

回
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂
の
見

を
新
た
に
最
重
点
施
策
に
加

え
た
︒

適
正
取
引
推
進
等
に
向
け
た

自
主
行
動
計
画
を
策
定

　

同
理
事
会
で
は
︑﹁
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
に
お
け
る
適
正
取

引
推
進
︑
生
産
性
向
上
及
び

長
時
間
労
働
抑
制
に
向
け
た

自
主
行
動
計
画
﹂
に
つ
い
て

も
審
議
を
行
い
︑
原
案
通
り

承
認
し
た
︒

　

同
計
画
は
︑
昨
年
11
月
に

根
本
幸
典
国
土
交
通
大
臣
政

務
官
か
ら
︑
全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
協
会
の
齋
藤
充
物
流
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
委
員
長
ら
大
手
各

社
の
幹
部
に
対
し
て
行
わ
れ

た
︑﹁
自
主
行
動
計
画
﹂
策

定
要
請
を
受
け
て
策
定
さ
れ

た
も
の
︒﹁
適
正
取
引
推
進
﹂

﹁
生
産
性
向
上
﹂﹁
長
時
間

労
働
抑
制
﹂
の
実
現
を
目
的

に
︑
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
委

直
し
周
知
徹
底
に
よ
り
︑
巡

回
指
導
に
係
る
評
価
手
法
の

全
国
均
一
化
を
さ
ら
に
推
進

す
る
︒

　

ま
た
︑﹁
Ｇ
マ
ー
ク
﹂
ス
テ

ッ
カ
ー
の
有
効
期
限
切
れ
や

抹
消
登
録
時
の
剥
離
の
徹
底

等
︑
認
定
事
業
所
に
お
け
る

ス
テ
ッ
カ
ー
の
適
正
な
管
理

の
推
進
を
図
っ
て
い
く
︒

　

な
お
︑
議
事
に
先
立
ち
︑

国
土
交
通
省
自
動
車
局
貨
物

課
の
高
橋
芳
則
ト
ラ
ッ
ク
事

業
適
正
化
対
策
室
長
に
よ
る

説
示
が
行
わ
れ
た
︒

員
会
を
構
成
す
る
19
事
業
者

が
取
り
組
む
︒
こ
れ
ら
19
事

業
者
は
︑
同
計
画
の
内
容
を

参
考
に
︑
今
年
６
月
末
ま
で

に
自
社
の
計
画
を
策
定
し
︑

課
題
解
決
に
向
け
て
取
り
組

み
を
実
施
︒
全
ト
協
は
19
事

業
者
等
の
計
画
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
毎
年
評
価
を
行
い
︑

重
点
課
題
の
確
実
な
改
善
に

向
け
た
事
業
者
に
よ
る
取
り

組
み
を
後
押
し
す
る
︒

　

こ
の
他
の
審
議
事
項
で
は
︑

会
員
の
退
会
お
よ
び
代
表
者

の
変
更
（
案
）︑
全
ト
協
表

彰
規
程
に
基
づ
く
表
彰
お
よ

び
﹁
正
し
い
運
転
・
明
る
い

輸
送
運
動
﹂
に
係
る
表
彰

（
案
）︑（
公
財
）
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
振
興
セ
ン
タ
ー

と
全
ト
協
の
合
併
︑
全
ト
協

女
性
部
会
の
設
立
︱
︱
な
ど

を
承
認
し
た
︒

　

な
お
︑
議
事
に
先
立
ち
︑

国
交
省
自
動
車
局
の
加
藤
進

貨
物
課
長
が
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
を
取
り
巻
く
当
面
す

る
諸
課
題
に
つ
い
て
説
示
し

た
︒

表  平成29年度事業計画書のポイント
○最重点施策
①�取引環境の改善及び長時間労働の抑制並びに生
産性の向上に向けた諸対策

②交通及び労災事故の防止
③人材確保対策の推進
④�高速道路通行料金の大口・多頻度割引最大 50％
の恒久化及び割引制度の充実
⑤原価管理に基づく適正運賃収受の推進
⑥参入基準の厳格化等規制緩和の見直しの促進
⑦新技術を活用した物流の効率化等の推進

○重点施策
①自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現
②燃料費対策の推進及び燃料サーチャージの導入
③環境・省エネ対策の推進
④適正化事業等の推進による法令遵守の徹底
⑤大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立

※下線部は新規項目

適
正
化
事
業
活
動
指
針
を
了
承

第
11
回 

全
国
貨
物
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業

実
施
機
関
本
部
長
会
議

「
女
性
部
会
」
を
新
た
に
設
立

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
お
け
る
女
性
活
躍
を
推
進

全ト協

星野会長、坂本副会長が出席

「人材確保強化」への意気込みを語る星野会長

自動車運送事業関係団体との意見交換会の冒頭にあいさつする石井国交大
臣（左）と、星野全ト協会長ほか自動車運送事業関係団体幹部（3月7日、国
交省幹部会議室）

全ト協 第169回理事会を開催石井国土交通大臣と意見交換

平
成
29
年
度
事
業
計
画
書
お
よ
び

予
算
書
を
審
議
し
、
原
案
通
り
承
認

し
た
第
１
６
９
回
理
事
会
︵
３
月
９

日
、
第
一
ホ
テ
ル
東
京
︶

平成 29年度



（2）第2081号（第3種郵便物認可）平成29年（2017年）3月15日

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

N
ew

s 2017.3.1—
3.15

新規許可
貨物自動車

運送事業者数
（平成28年12月末）
全日本トラック協会調査
運
輸
局

都道
府県

平成
28年
12月

前年
同期
比

北海道 45 -7 

東
北

青　森 17 9 
岩　手 14 0 
宮　城 30 4 
秋　田 6 1 
山　形 4 -5 
福　島 32 8 
計 103 17 

関
東

茨　城 18 -6 
栃　木 14 2 
群　馬 17 6 
埼　玉 44 6 
千　葉 34 -1 
東　京 57 -1 
神奈川 31 -10 
山　梨 6 3 
計 221 -1 

北
陸
信
越

新　潟 9 -1 
長　野 9 -1 
富　山 8 3 
石　川 3 -8 
計 29 -7 

中
部

福　井 5 -6 
岐　阜 22 6 
静　岡 24 3 
愛　知 53 4 
三　重 16 -3 
計 120 4 

近
畿

滋　賀 11 1 
京　都 30 4 
大　阪 94 8 
兵　庫 54 20 
奈　良 8 -1 
和歌山 8 -6 
計 205 26 

中
国

鳥　取 7 3 
島　根 5 2 
岡　山 19 -5 
広　島 20 0 
山　口 10 2 
計 61 2 

四
国

徳　島 7 3 
香　川 11 2 
愛　媛 7 -1 
高　知 4 -7 
計 29 -3 

九
州

福　岡 31 -15 
佐　賀 3 -1 
長　崎 5 -3 
熊　本 8 -4 
大　分 7 0 
宮　崎 9 1 
鹿児島 10 -9 
計 73 -31 

沖　縄 16 3 
※ 4 -2 
合　計 906 1 

※申請者住所が当該運輸局管
轄外の都道府県

注１）一般・特積に限る。
注２）各地方運輸局ホームペー

ジおよび都道府県トラック
協会からの情報により全
日本トラック協会が集計。

法
令
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト ～一時停止編～

法令　　  クイズ
マル　 バツ

❶  交差点やその付近以外の場所で、緊急自動車が近づいてきたとき
は、道路の左側に寄って一時停止し、緊急自動車に道を譲らなけれ
ばならない。（ ○・× ）

❷  前車に続いて踏切に進入するときでも、踏切の手前で一時停止し、
安全を確認しなければならない。（ ○・× ）

❸  横断歩道の手前の直前に停止車両があるときは、その側方を通過し
て前方に出る前に一時停止しなければならない。（ ○・× ）

❹  道路外施設に出入りするために歩道を横切るときは、歩行者がいな
い場合でも歩道の手前で一時停止しなければならない。（ ○・× ）

❺  赤色の点滅信号では、歩行者も車両も停止位置で一時停止しなけれ
ばならない。（ ○・× ）

（解答は７面）

　

３
月
２
日
︑
物
流
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
委
員
会
（
齋
藤
充
委

員
長
）
の
第
３
回
会
合
が
開

催
さ
れ
た
︒

　

齋
藤
委
員
長
に
よ
る
あ
い

さ
つ
の
後
︑
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

と
し
て
参
加
し
た
国
土
交
通

省
自
動
車
局
貨
物
課
の
福
田

ゆ
き
の
課
長
補
佐
が
︑
ト
ラ

ッ
ク
運
送
業
に
お
け
る
取
引

条
件
の
改
善
に
向
け
た
動
き

の
方
針
・
取
り
組
み
に
つ
い

て
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑
平

成
28
年
11
月
に
根
本
幸
典
国

交
省
大
臣
政
務
官
か
ら
要
請

が
行
わ
れ
た
﹁
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
に
お
け
る
適
正
取
引
推

進
︑
生
産
性
向
上
及
び
長
時

間
労
働
抑
制
に
向
け
た
自
主

行
動
計
画
﹂
策
定
に
関
す
る

説
明
を
行
っ
た
︒

　

議
事
で
は
ま
ず
︑
同
委
員

会
に
設
置
さ
れ
た
自
主
行
動

計
画
策
定
チ
ー
ム
会
議
で
の

３
回
の
会
議
を
経
て
取
り
ま

と
め
ら
れ
た
同
計
画
（
案
）

を
承
認
し
︑
理
事
会
に
上
程

す
る
こ
と
と
し
た
︒
今
後
︑

同
委
員
会
を
構
成
す
る
19
事

業
者
が
６
月
末
ま
で
に
︑
今

回
承
認
し
た
計
画
案
の
全
て

の
事
項
を
盛
り
込
ん
だ
独
自

の
計
画
を
策
定
し
︑
取
り
組

ん
で
い
く
︒

　

ま
た
︑
同
委
員
会
の
貨
物

事
故
削
減
対
策
チ
ー
ム
に
つ

い
て
は
︑
28
年
度
の
活
動
に

関
す
る
中
間
報
告
が
行
わ
れ

た
︒
同
チ
ー
ム
が
昨
年
12
月

か
ら
今
年
１
月
に
か
け
て
実

施
し
た
﹁
貨
物
事
故
削
減
啓

発
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
に
係

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
﹂
の
結

果
を
も
と
に
︑
４
月
以
降
の

会
合
で
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
内

容
の
見
直
し
を
図
り
︑
配
布

先
の
検
討
な
ど
に
繋
げ
る
と

し
た
︒

人
材
確
保
と
適
正
運
賃
収

受
軸
に
諸
施
策
を
推
進

第
８
回
経
営
改
善
・

情
報
化
委
員
会

　

３
月
３
日
︑
第
８
回
経
営

改
善
・
情
報
化
委
員
会
（
須

藤
弘
三
委
員
長
）
が
開
催
さ

れ
た
︒

　

議
事
で
は
︑
平
成
28
年
度

経
営
改
善
・
情
報
化
対
策
事

業
（
情
報
化
対
策
︑
青
年
部

会
︑
人
材
確
保
・
育
成
︑
経

営
改
善
︑
助
成
）
の
進
捗
状

況
︑
お
よ
び
経
営
分
析
報
告

書
27
年
度
決
算
版（
速
報
版
）

に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
た

後
︑
29
年
度
経
営
改
善
・
情

報
化
対
策
事
業
計
画
（
案
）

お
よ
び
予
算
（
案
）︑
近
代

化
基
金
融
資
制
度
︑
29
年
度

助
成
事
業
に
つ
い
て
審
議
・

承
認
さ
れ
た
︒

　

29
年
度
事
業
計
画
に
つ
い

て
は
︑﹁
人
材
確
保
対
策
の

推
進
﹂
と
﹁
原
価
管
理
に
基

づ
く
適
正
運
賃
収
受
の
推

進
﹂
を
最
重
点
施
策
と
し
て

掲
げ
る
︒

　

29
年
度
の
助
成
事
業
と
し

て
は
︑
新
た
に
﹁
準
中
型
免

許
取
得
助
成
事
業
﹂
を
実
施

す
る
︒
こ
れ
は
︑
各
都
道
府

県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員
事

業
者
が
︑
運
転
者
と
し
て
採

用
し
た
高
等
学
校
新
卒
者
等

講
座
受
講
促
進
︑
自
家
用
燃

料
供
給
施
設
整
備
支
援
︑
信

用
保
証
協
会
保
証
料
︑
経
営

診
断
受
診
促
進
に
つ
い
て
の

各
助
成
事
業
は
引
き
続
き
実

施
す
る
︒

　

な
お
︑議
事
に
先
駆
け
て
︑

㈱
コ
ヤ
マ
経
営
の
小
山
雅
敬

代
表
取
締
役
が
﹁
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
の
賃
金
制
度
改
革
と

労
務
管
理
に
つ
い
て
﹂
を
テ

ー
マ
に
講
話
を
行
っ
た
︒

　

同
Ｗ
Ｇ
で
は
︑
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
に
お
け
る
過
労
死

等
の
削
減
を
目
標
に
︑
計
画

的
か
つ
実
効
的
な
防
止
対
策

に
取
り
組
み
︑
平
成
30
年
２

月
に
は
﹁
過
労
死
等
防
止
計

画
﹂を
取
り
ま
と
め
る
予
定
︒

同
Ｗ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
︑

同
委
員
会
を
構
成
す
る
委
員

の
ほ
か
︑
学
識
経
験
者
や
産

業
医
な
ど
も
参
加
し
︑
国
土

交
通
・
厚
生
労
働
両
省
か
ら

も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
招
聘
す

る
こ
と
と
し
た
︒

　

続
い
て
︑﹁
過
労
死
等
防
止

・
健
康
起
因
事
故
防
止
セ
ミ

ナ
ー
﹂の
開
催
要
領（
案
）と
︑

健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発

に
つ
い
て
承
認
︒
同
セ
ミ
ナ

ー
は
︑
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
の
相
談
員（
医
師
）

に
よ
る
過
労
死
お
よ
び
健
康

起
因
事
故
防
止
対
策
に
関
す

る
講
演
と
︑
陸
上
貨
物
運
送

事
業
労
働
災
害
防
止
協
会
本

部
の
安
全
管
理
士
に
よ
る
過

労
死
等
労
働
災
害
事
例
お
よ

び
労
災
補
償
等
に
関
す
る
解

説
を
行
う
も
の
で
︑
経
営
者

お
よ
び
運
行
管
理
者
等
を
対

平
成
29
年
度
事
業
計
画（
案
）

を
承
認

第
46
回
環
境
対
策
委
員
会

　

３
月
１
日
︑
愛
知
県
の
中

部
ト
ラ
ッ
ク
総
合
研
修
セ
ン

タ
ー
で
第
46
回
環
境
対
策
委

員
会
（
眞
鍋
博
俊
委
員
長
）

が
開
催
さ
れ
た
︒

　

議
事
で
は
︑
平
成
29
年
度

象
に
︑
今
年
７
月
か
ら
30
年

３
月
に
か
け
て
︑
各
都
道
府

県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
お
よ
び
地

区
ト
ラ
ッ
ク
協
会
に
て
開
催

す
る
予
定
︒

　

報
告
事
項
と
し
て
︑
①
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一

部
改
正
（
脳
Ｍ
Ｒ
Ｉ
法
）
②

28
年
度
労
働
災
害
発
生
状
況

（
速
報
）
③
29
年
度
の
荷
役

作
業
対
策
の
取
り
組
み
（
厚

労
省
）④﹁
過
労
死
等
ゼ
ロ
﹂

実
現
に
向
け
た
緊
急
要
請

（
厚
労
省
）
︱
︱
に
つ
い
て

報
告
が
行
わ
れ
た
︒

　

ま
た
︑
委
員
会
後
に
︑
28

年
11
月
１
日
に
グ
ラ
ン
ド
オ

ー
プ
ン
し
︑
最
新
鋭
の
設
備

と
規
模
を
誇
る
中
部
ト
ラ
ッ

ク
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー
の
施

設
見
学
会
を
開
催
し
た
︒

事
業
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

協
議
・
承
認
︒
続
い
て
低
炭

素
社
会
実
行
計
画
の
目
標
値

の
検
証
に
つ
い
て
説
明
が
行

わ
れ
︑国
土
交
通
省
で
の
﹁
燃

料
消
費
量
調
査
結
果
の
訂

正
﹂
に
伴
っ
て
見
直
し
が
必

要
と
な
っ
た
計
画
目
標
に
つ

い
て
は
︑
引
き
続
き
協
議
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
︒

　

報
告
事
項
と
し
て
︑
①
地

球
温
暖
化
対
策
計
画
の
概
要

（
環
境
省
）
②
車
内
ゴ
ミ
の

ポ
イ
捨
て
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
③
デ
ィ
ー
ゼ
ル
重
量
車
の

排
出
ガ
ス
規
制
の
強
化
④
国

交
省
の
平
成
29
年
度
予
算
概

要
︱
︱
に
つ
い
て
報
告
が
行

わ
れ
た
︒

　

ま
た
︑
委
員
会
後
に
︑
同

セ
ン
タ
ー
の
施
設
見
学
会
を

開
催
し
た
︒

の
若
年
者
に
︑
準
中
型
免
許

を
取
得
さ
せ
る
際
の
支
援
を

行
う
も
の
︒
①
準
中
型
免
許

の
取
得
（
普
通
免
許
取
得
後

の
取
得
を
含
む
）
②
５
㌧
準

中
型
免
許
の
限
定
解
除
︱
︱

を
対
象
に
︑
①
４
万
円
②
２

万
５
千
円
を
上
限
と
し
て
助

成
す
る
︒

　

ま
た
︑
人
材
確
保
支
援
︑

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
導
入
促

進
支
援
︑
中
小
企
業
大
学
校

Ｗ
Ｇ
設
置
・
セ
ミ
ナ
ー
開

催
で
過
労
死
等
防
止
対
策

を
推
進

第
７
回
労
働
安
全
・

衛
生
委
員
会

　

３
月
３
日
︑
第
７
回
労
働

安
全
・
衛
生
委
員
会
（
小
林

幹
愛
委
員
長
）
が
開
催
さ
れ

た
︒

　

議
事
で
は
︑
平
成
29
年
度

事
業
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

審
議
し
︑
原
案
通
り
承
認
︒

次
に
︑
過
労
死
等
防
止
計
画

策
定
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

（
Ｗ
Ｇ
）
の
設
置
と
︑
過
労

死
等
の
因
果
関
係
分
析
の
た

め
の
調
査
の
実
施
に
つ
い
て

説
明
が
行
わ
れ
た
︒

（
３
月
15
日
〜
３
月
31
日
）

▽
３
月
23
日

・
第
33
回
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
安
全
性
評
価
委
員
会

　

警
察
庁
は
こ
の
ほ
ど
︑
平

成
28
年
中
の
交
通
死
亡
事
故

の
発
生
状
況
を
公
表
し
た
︒

そ
れ
に
よ
る
と
︑
事
業
用
ト

ラ
ッ
ク
が
第
１
当
事
者
と
な

る
死
亡
事
故
件
数
は
︑
２
５

８
件
と
３
０
０

件
を
下
回
り

︵
図
︶︑
前
年

と
比
べ
50
件

（
対
前
年
比

16
・
２
％
減
）

の
大
幅
な
減
少

と
な
っ
た
︒

　

こ
の
内
訳

は
︑
大
型
車
１

５
０
件
（
前
年

比
マ
イ
ナ
ス
35

件
）︑
中
型
車

93
件
（
同
13

件
）︑
普
通
車

15
件（
同
２
件
）

と
︑
全
て
の
車

種
で
前
年
を
下

回
っ
た
︒

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
車
両
台
数
１
万
台
当
た

り
の
事
故
件
数
目
標
を
﹁
２

・
０
件
以
下
﹂
と
し
︑
各
都

道
府
県
（
車
籍
別
）
の
共
有

目
標
と
す
る
こ
と
を
掲
げ
︑

目
標
達
成
に
向
け
た
各
種
交

通
事
故
防
止
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
る
︒

　

28
年
に
は
︑
こ
れ
ま
で
の

統
計
分
析
に
加
え
︑
さ
ら
に

詳
細
な
統
計
・
分
析
と
迅
速

な
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も

に
︑
特
に
分
析
結
果
に
基
づ

い
た
﹁
交
差
点
事
故
﹂﹁
追

突
事
故
﹂
防
止
対
策
に
力
を

入
れ
る
な
ど
︑
交
通
事
故
の

発
生
状
況
に
応
じ
た
事
故
防

止
対
策
を
実
施
し
た
こ
と

が
︑
今
回
の
結
果
に
繋
が
っ

た
と
み
ら
れ
る
︒

　

全
ト
協
で
は
︑﹁
ト
ラ
ッ
ク

事
業
に
お
け
る
総
合
安
全
プ

ラ
ン
２
０
０
９
﹂
の
最
終
目

標
達
成
に
向
け
︑
今
後
も
ト

ラ
ッ
ク
運
送
業
界
が
一
丸
と

な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
を
呼

び
か
け
て
い
る
︒

仙
台
市
海
岸
公
園
で
植
樹

全
ト
協
青
年
部
会

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の

青
年
部
会
（
山
本
明
徹
部
会

長
）
は
３
月
４
日
︑
宮
城
県

仙
台
市
海
岸
公
園
で
植
樹
活

動
を
行
っ
た
︒
当
日
は
︑
全

国
産
業
廃
棄
物
連
合
会
青
年

部
協
議
会
の
﹁
第
10
回
全
国

大
会
﹂ 

が
開
催
さ
れ
て
お
り
︑

東
日
本
大
震
災
の
復
興
支
援

と
し
て
︑
植
樹
活
動
が
行
わ

れ
︑
青
年
部
会
と
し
て
も
本

趣
旨
に
賛
同
し
︑
正
副
部
会

長
を
中
心
に
参
加
し
た
も
の
︒

　

植
樹
に
あ
た
っ
て
は
︑
震

災
当
時
に
部
会
員
な
ど
か
ら

募
っ
た
義
援
金
の
中
か
ら
︑

１
０
０
万
円
を
﹁
ふ
る
さ
と

の
杜
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂

と
し
て
仙
台
市
へ
寄
付
を
行

っ
た
︒

　

仙
台
市
の
沿
岸
地
区
は
︑

６
年
前
の
東
日
本
大
震
災
で

甚
大
な
津
波
被
害

に
見
舞
わ
れ
︑
壊

滅
状
態
に
陥
っ
た
︒

現
在
は
︑
海
岸
近

く
に
は
防
波
堤
︑

ま
た
海
岸
線
に
並

行
し
て
南
北
に
延

び
る
県
道
に
つ
い

て
は
︑
か
さ
上
げ

工
事
が
行
わ
れ
︑
完
成
後
は

県
道
も
防
波
堤
の
役
割
を
担

う
な
ど
︑
大
規
模
な
復
興
工

事
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

　

こ
う
し
た
復
興
工
事
が
進

む
仙
台
市
海
岸
公
園
の
中
に

整
備
さ
れ
て
い
る
﹁
避
難
の

丘
﹂
近
く
の
一
画
で
行
わ
れ

た
植
樹
式
で
は
︑
参
加
者
全

員
で
ヒ
ラ
ド
ツ
ツ
ジ
︑
ビ
ヨ

ウ
ヤ
ナ
ギ
な
ど
を
手
植
え
し

た
︵
写
真
︶︒

　

ま
た
︑
２
本
の
オ
オ
シ
マ

ザ
ク
ラ
に
つ
い
て
は
︑
記
念

樹
と
し
て
青
年
部
会
等
の
看

板
が
立
て
ら
れ
た
︒

平
成
28
年
中
の
交
通
事
故
統
計

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
死
亡
事
故

対
前
年
比
50
件
減
の
２
５
８
件
に

第７回労働安全・衛生委員会（３月３日、中部ト
ラック総合研修センター）

第46回環境対策委員会（３月１日、中部トラック
総合研修センター）

第３回物流ネットワーク委員会（３月２日、全ト
協）

第８回経営改善・情報化委員会（３月３日、全ト
協）

記
念
樹
を
植
え
る
山

本
部
会
長︵
右
か
ら
２

人
目
︶と
近
畿
ト
ラ
ッ

ク
青
年
協
議
会
の
平

島
竜
二
会
長︵
同
３
人

目
︶

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0

50
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400
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図　事業用貨物車が第１当事者となる死亡事故件数の推移（平成24年～28年）

平成 24年

25年

26年

27年

28年

372
349
330
308

258

適
正
取
引
推
進
の
た
め
の　
　
　
　

自
主
行
動
計
画
案
を
策
定

第
３
回
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
委
員
会
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 第133回 

同僚の過失が原因の労災
は一般の場合と取り扱い
が違うのか

︻
解
説
︼
ま
ず
︑
基
本
的
な
こ
と
を

申
し
上
げ
れ
ば
︑
ご
質
問
の
よ
う
な

Ａ�

第
三
者
行
為
災
害
で
あ
り
、

給
付
は
行
わ
れ
る
が
求
償　

は
し
な
い
こ
と
に

　

先
日
、
会
社
構
内
の
駐
車
場

で
社
員
同
士
に
よ
る
事
故
が
発
生

し
、
一
人
が
け
が
を
し
ま
し
た
。

事
務
連
絡
の
た
め
通
り
か
か
っ
た

総
務
担
当
者
が
ト
ラ
ッ
ク
に
接
触

し
た
も
の
で
、幸
い
軽
傷
で
し
た
。

仕
事
中
の
交
通
事
故
で
あ
り
、
労

働
災
害
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な

社
員
同
士
の
事
故
の
場
合
、
一
般

的
な
労
災
と
扱
い
が
異
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。

労
災
事
故
は
︑
労
災
保
険
で
は
い
わ

ゆ
る
﹁
第
三
者
行
為
災
害
﹂（
労
災

保
険
法
第
12
条
の
４
）
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
労
災
保
険

は
使
用
者
の
無
過
失
責
任
に
よ
る
補

償
制
度
で
す
が
︑
労
災
事
故
の
う
ち
︑

業
務
上
災
害
の
責
任
を
負
う
べ
き
使

用
者
以
外
の
他
人
の
行
為
︑
ま
た
は

他
人
の
支
配
・
管
理
す
る
建
設
設
備

が
原
因
で
起
こ
っ
た
災
害
を
第
三
者

行
為
災
害
と
し
て
い
ま
す
︒
当
然
︑

第
三
者
行
為
災
害
も
業
務
上
災
害
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
労
災
保
険

に
よ
る
保
険
給
付
は
行
わ
れ
ま
す
︒

け
が
の
治
療
に
は
療
養
補
償
給
付
が
︑

ま
た
︑
休
業
す
れ
ば
休
業
補
償
給
付

が
そ
れ
ぞ
れ
給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
︒

　

し
か
し
︑
第
三
者
行
為
災
害
に
つ

い
て
は
︑
一
般
的
に
は
こ
の
後
︑
被

災
労
働
者
に
保
険
給
付
を
行
っ
た
保

険
者
で
あ
る
政
府
は
︑
事
故
を
起
こ

し
た
加
害
者
側
に
責
任
を
求
め
︑﹁
求

償
﹂
の
手
続
き
を
行
い
ま
す
︒
実
際

に
は
︑
加
害
者
が
労
働
者
で
あ
れ
ば
︑

使
用
者
責
任
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
の

使
用
者
が
︑
保
険
給
付
の
給
付
額
の

範
囲
で
弁
償
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

こ
れ
が
︑
労
災
保
険
に
お
け
る
第
三

者
行
為
災
害
の
﹁
求
償
制
度
﹂
で
す
︒

そ
し
て
︑
求
償
さ
れ
た
使
用
者
は
︑

結
局
︑
加
害
労
働
者
に
そ
の
分
を
賠

償
し
て
も
ら
う
と
い
う
建
前
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
︒

　

さ
て
︑
そ
れ
で
は
︑
ご
質
問
の
よ

う
に
︑
被
災
労
働
者
と
加
害
労
働
者

の
使
用
者
が
同
じ
と
い
う
や
や
こ
し

い
事
態
に
な
っ
た
場
合
は
ど
う
な
る

の
か
︑
と
い
う
こ
と
で
す
︒
仮
に
︑

御
社
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
同
僚
労
働

者
の
過
失
に
起
因
す
る
災
害
に
つ
い

て
も
︑
一
般
的
な
第
三
者
行
為
災
害

と
同
じ
扱
い
に
す
る
と
︑
労
災
保
険

の
同
一
被
保
険
者
（
使
用
者
）
に
対

し
て
︑
一
方
で
被
災
労
働
者
に
保
険

給
付
を
し
な
が
ら
︑
一
方
で
は
そ
れ

を
返
し
て
も
ら
う
と
い
う
不
合
理
な

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒

　

こ
の
た
め
︑
労
災
保
険
で
は
︑
こ

う
し
た
同
僚
労
働
者
の
過
失
に
直
接

起
因
す
る
労
災
に
つ
い
て
は
︑
被
災

労
働
者
に
法
定
の
保
険
給
付
は
行
い

ま
す
が
︑
加
害
者
側
へ
の
求
償
は
し

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
た
だ
︑

論
理
的
に
は
︑
最
終
的
に
加
害
労
働

者
に
負
担
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
︑
使
用
者
へ
の
求
償
も
不
可

能
で
は
な
い
と
も
思
わ
れ
ま
す
が
︑

そ
れ
で
は
︑
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い

加
害
労
働
者
が
離
職
し
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
た
め
︑
こ
れ
を
防
ぐ
と
い

う
意
味
で
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
︒
こ
れ
は
︑
労
災
保
険
制

度
の
趣
旨
を
考
え
れ
ば
︑
当
然
の
措

置
と
い
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
︒

時

こ
こ
ま
で
来
た

新
代

天天
然然
ガ
ス
ト
ラ
ッ
ク

ガ
ス
ト
ラ
ッ
ク

　

前
回
は
︑
天
然
ガ
ス
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
を
増
や
す
た
め
︑
バ
イ
フ
ュ

エ
ル
乗
用
車
を
天
然
ガ
ス
車
の
ラ

イ
ン
ア
ッ
プ
に
加
え
る
重
要
性
を

指
摘
し
ま
し
た
︒
今
回
は
︑
乗

用
車
と
大
型
ト
ラ
ッ
ク
を
例
に
︑

次
々
と
現
れ
る
次
世
代
自
動
車

の
中
で
天
然
ガ
ス
車
は
ど
の
よ
う

な
位
置
付
け
に
あ
る
の
か
︑
展
望

を
交
え
て
述
べ
ま
す
︒

①�

乗
用
車
の
一
角
に
天
然
ガ
ス
車

が
入
り
込
む
余
地
あ
り

　

乗
用
車
は
主
戦
場
で
す
︒
進

化
を
続
け
る
強
者
の
ガ
ソ
リ
ン
車

に
︑
燃
費
を
武
器
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
車
が
立
ち
向
か
い
︑
さ
ら
に
電

池
の
性
能
向
上
を
梃
子
（
て
こ
）

に
電
気
自
動
車
が
追
う
形
で
す
︒

ガ
ソ
リ
ン
車
に
は
低
燃
費
・
低

公
害
の
新
燃
焼
エ
ン
ジ
ン
（
Ｈ
Ｃ

Ｃ
Ｉ
）
と
い
う
切
り
札
も
あ
り

ま
す
︒
さ
ら
に
︑
将
来
を
期
待

さ
れ
る
燃
料
電
池
車
と
水
素
自

動
車
も
食
い
込
も
う
と
し
て
い
ま

す
︒
し
か
し
︑
燃
料
電
池
車
は

扱
い
に
く
い
水
素
ガ
ス
を
必
要
と

し
ま
す
し
︑
水
素
エ
ン
ジ
ン
自
動

車
は
電
力
を
介
さ
ず
︑
水
素
を
エ

ン
ジ
ン
で
直
接
燃
焼
す
る
点
で
は

原
理
が
簡
単
で
す
が
︑
水
素
は
エ

ネ
ル
ギ
ー
的
に
大
量
生
産
を
期

待
で
き
ま
せ
ん
︒

　

こ
の
よ
う
な
中
で
︑
天
然
ガ
ス

と
ガ
ソ
リ
ン
の
バ
イ
フ
ュ
エ
ル
乗

用
車
は
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
が
約
20
％

少
な
く
︑
燃
料
補
給
の
心
配
も

な
い
た
め
︑
燃
料
価
格
も
低
け

れ
ば
良
い
こ
と
ず
く
め
で
す
︒
資

源
制
約
が
少
な
く
現
実
的
な
燃

料
で
あ
る
天
然
ガ
ス
車
が
︑
乗

用
車
の
一
角
を
占
め
て
い
な
い
の

は
む
し
ろ
不
思
議
で
す
︒

②�

業
務
用
天
然
ガ
ス
軽
自
動
車

は
低
コ
ス
ト
の
切
り
札

　

特
に
注
目
し
た
い
の
が
︑
天
然

ガ
ス
軽
自
動
車
で
す︵
写
真
㊤
︶︒

コ
ス
ト
を
重
視
す
る
業
務
用
車

両
は
軽
自
動
車
が
多
く
を
占
め

て
い
ま
す
︒
燃
費
が
良
く
維
持
費

が
安
い
軽
自
動
車
は
︑
天
然
ガ
ス

の
バ
イ
フ
ュ
エ
ル
と
す
る
こ
と
で
︑

さ
ら
に
多
く
の
企
業
で
使
わ
れ
る

可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
︒
地
方

で
は
軽
自
動
車
の
割
合
が
高
い
の

で
す
が
︑
天
然
ガ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
が
利
用
で
き
る
な
ら
︑
地
方
で

も
財
布
に
敏
感
な
一
般
ユ
ー
ザ
ー

に
も
天
然
ガ
ス
軽
自
動
車
が
普

及
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
︒
業

務
用
な
ら
セ
ダ
ン
︑
一
般
ユ
ー
ザ

ー
に
は
ハ
イ
ト
系
ワ
ゴ
ン
が
向
い

て
い
ま
す
︒

③�

大
型
ト
ラ
ッ
ク
は
Ｃ
Ｎ
Ｇ
か
ら

さ
ら
に
Ｌ
Ｎ
Ｇ
へ

　

大
型
車
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
が

圧
倒
的
に
有
利
な
車
種
で
あ
り
︑

高
度
化
さ
れ
た
ス
ー
パ
ー
ク
リ
ー

ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
が
幅
を
利
か
せ

て
い
ま
す
︒
最
近
︑
大
型
Ｃ
Ｎ

Ｇ
ト
ラ
ッ
ク
が
市
販
さ
れ
︑
よ
う

や
く
こ
の
分
野
で
の
天
然
ガ
ス
車

の
優
位
性
が
︑
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
︒
ガ
ソ
リ
ン

よ
り
も
炭
素
の
多
い
軽
油
に
比

べ
︑
メ
タ
ン
中
心
の
天
然
ガ
ス
車

は
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
が
約
10
％
少
な

く
︑
地
球
温
暖
化
防
止
に
も
大

き
く
寄
与
し
ま
す
︒
特
に
︑
排

出
権
取
引
に
利
用
す
れ
ば
見
返

り
が
期
待
で
き
︑
環
境
意
識
の

高
い
企
業
な
ど
で
は
大
い
に
利
用

す
る
余
地
が
あ
り
ま
す
︒
同
じ

天
然
ガ
ス
で
も
︑
燃
料
を
Ｌ
Ｎ
Ｇ

（
液
化
天
然
ガ
ス
）

で
使
用
す
れ
ば
︑

気
化
と
圧
縮
の
ロ
ス

が
少
な
い
た
め
︑
エ

ネ
ル
ギ
ー
的
に
さ

ら
に
有
利
で
す
︵
写

真
㊦
︶︒
天
然
ガ
ス

ト
ラ
ッ
ク
の
普
及

は
︑
日
本
ガ
ス
協

会
の
﹁
２
０
３
０
年

ビ
ジ
ョ
ン
﹂
に
も
う

た
わ
れ
て
い
ま
す
の

で
︑
こ
れ
か
ら
大
い

に
普
及
を
期
待
し

て
い
ま
す
が
︑
今

後
Ｌ
Ｎ
Ｇ
に
も
注

力
し
て
い
く
べ
き
で

し
ょ
う
︒

第36回 『天然ガス自動車は次世代自動車と戦えるか』
株式会社ＮＴＴデータ アイ 特別参与　宮嵜拓郎

向
上
計
画
を
各
運
輸
局
に
提

出
し
︑
認
定
を
受
け
る
必
要

が
あ
る
︒

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）募

集
を
行
っ
て
い
る
︒
４
月
か

ら
施
行
す
る
予
定
︒

防
災
態
勢
強
化
を
呼
び

か
け春

の
融
雪
出
水
期
前
に

　

政
府
中
央
防
災
会
議
（
安

倍
晋
三
会
長
）は
３
月
８
日
︑

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
に
対

し
て
﹁
融
雪
出
水
期
に
お
け

る
防
災
態
勢
の
強
化
に
つ
い

て
﹂
の
要
請
を
行
っ
た
︒

　

こ
れ
か
ら
融
雪
出
水
期
を

迎
え
る
に
あ
た
り
︑
気
温
上

昇
に
伴
う
雪
崩
・
落
雪
の
発

生
や
︑
融
雪
に
伴
う
出
水
に

よ
る
河
川
の
氾
濫
・
土
砂
災

害
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
︒
特
に
︑
今
冬
は
積
雪
が

平
年
を
上
回
っ
て
い
る
地
域

も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
運
送
事

業
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
な

防
災
態
勢
の
一
層
の
強
化
を

呼
び
か
け
て
い
る
︒

　

①
気
象
等
に
関
す
る
情
報

の
収
集
・
伝
達
の
徹
底
②
警

戒
避
難
態
勢
の
強
化
③
危
険

箇
所
等
の
巡
視
・
点
検
の
実

施
の
徹
底
④
要
配
慮
者
等
へ

の
配
慮
⑤
災
害
即
応
態
勢
の

確
立

全
社
が

﹁
今
後
も
取
り
組
み
た
い
﹂

中
継
輸
送
実
証
実
験

結
果
を
報
告

　

国
土
交
通
省
は
３
月
３
日
︑

﹁
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に

お
け
る
中
継
輸
送
実
証
実
験

モ
デ
ル
事
業
有
識
者
検
討

会
﹂
を
開
き
︑
今
年
１
月
か

ら
２
月
に
か
け
て
実
施
し
た
︑

中
継
輸
送
の
実
証
実
験
実
施

結
果
な
ど
を
報
告
し
た
︒

　

実
験
に
参
加
し
た
経
営
者

・
管
理
責
任
者
に
対
す
る
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
結
果
に
よ
る
と
︑

今
後
に
つ
い
て
全
社
が
﹁
ぜ

ひ
と
も
中
継
輸
送
に
取
り
組

み
た
い
﹂
と
回
答
し
︑
日
帰

り
運
行
な
ど
が
就
業
ニ
ー
ズ

に
お
い
て
魅
力
を
出
せ
る
な

ど
と
し
て
︑
全
社
が
﹁
ド
ラ

イ
バ
ー
不
足
解
消
に
期
待
し

て
い
る
﹂
と
回
答
し
た
︒

　

ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
結
果
に
よ
る
と
︑
ド
ラ

イ
バ
ー
交
替
方
式
で
は
︑
他

社
の
車
両
を
運
転
す
る
こ
と

へ
の
ス
ト
レ
ス
が
強
い
一
方
︑

拘
束
時
間
が
短
縮
し
た
り
︑

家
に
帰
れ
る
点
に
魅
力
を
感

じ
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
た
︒

　

今
後
の
課
題
と
し
て
経
営

者
ら
は
︑
収
支
の
試
算
や
エ

リ
ア
戦
略
な
ど
経
営
戦
略
に

基
づ
い
た
事
業
展
開
︑
与
信

関
係
の
構
築
︑
事
故
発
生
時

の
責
任
な
ど
運
用
時
の
課
題

対
応
な
ど
を
挙
げ
た
︒

�

﹁
荷
主
へ
の
協
力
依
頼
﹂

を
新
設

事
業
者
処
分
な
く
て
も
発
出

　

国
土
交
通
省
は
︑
現
行
の

荷
主
勧
告
制
度
が
十
分
に
機

能
し
て
い
な
い
た
め
︑
ト
ラ

ッ
ク
事
業
者
の
法
令
違
反
に

つ
い
て
︑
よ
り
早
期
の
段
階

で
荷
主
に
対
し
改
善
に
向
け

た
協
力
を
依
頼
す
る
﹁
協
力

依
頼
書
﹂
を
新
た
に
発
出
す

る
方
針
を
決
め
︑
２
月
24
日

か
ら
３
月
25
日
ま
で
意
見

﹁
中
小
企
業
等
経
営
強

化
法
﹂
施
行
規
則
改
正

３
月
15
日
か
ら
対
象

設
備
等
拡
充
へ

　

平
成
28
年
７
月
１
日
に
施

行
さ
れ
た
﹁
中
小
企
業
等
経

営
強
化
法
﹂
の
施
行
規
則
が

改
正
さ
れ
︑
３
月
15
日
か
ら

施
行
さ
れ
た
︒
29
年
度
税
制

改
正
に
よ
り
︑
固
定
資
産
税

の
軽
減
措
置
対
象
が
︑
現
行

の
機
械
装
置
か
ら
器
具
備
品

・
建
物
附
属
設
備
等
ま
で
拡

充
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
国
税
に

お
け
る
中
小
企
業
投
資
促
進

税
制
の
上
乗
せ
措
置
に
つ
い

て
は
︑﹁
中
小
企
業
経
営
強

化
税
制
﹂
に
改
組
さ
れ
︑
対

象
設
備
も
従
来
の
機
械
装
置

に
加
え
︑
器
具
備
品
や
建
物

附
属
設
備
ま
で
拡
充
さ
れ

た
︒ 

　

今
回
の
施
行
規
則
の
改
正

に
よ
る
優
遇
措
置
は
︑
中
小

企
業
者
が
認
定
計
画
に
基
づ

き
︑
30
年
度
末
ま
で
に
対
象

設
備
を
導
入
し
た
場
合
︑
固

定
資
産
税
の
特
例
措
置
と
し

て
は
︑
課
税
標
準
が
３
年
間

２
分
の
１
に
軽
減
さ
れ
る
と

と
も
に
︑
中
小
企
業
経
営
強

化
税
制
に
つ
い
て
は
︑
即
時

償
却
ま
た
は
７
％
の
税
額
控

除
の
税
制
措
置
が
受
け
ら
れ

る
︒

　

な
お
︑
こ
れ
ら
の
優
遇
措

置
を
受
け
る
に
は
︑
経
営
力

経 産 省
　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
︑

３
月
５
日
に
開
催
さ
れ
た
第

84
回
自
由
民
主
党
大
会
で
︑

同
党
の
﹁
友
好
団
体
﹂
と
し

て
表
彰
を
受
け
た
︒
大
会
で

は
︑
同
じ
表
彰
を
受
け
た
１

４
９
の
団
体
︑
59
人
の
協
力

者
を
代
表
し
て
︑
星
野
良
三

�

東
日
本
大
震
災
六
周
年

追
悼
式
に
星
野
会
長
参
列

　

政
府
は
3
月
11
日
︑
東
京

都
千
代
田
区
の
国
立
劇
場

で
︑
秋
篠
宮
文
仁
親
王
同
妃

両
殿
下
の
ご
臨
席
の
も
と
︑

東
日
本
大
震
災
六
周
年
追
悼

式
（
実
行
委
員
長
＝
安
倍
晋

三
内
閣
総
理
大
臣
）
を
執
り

行
っ
た
︵
写
真
・
首
相
官
邸

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
︶︒
各
界

か
ら
約
９
０
０
人
余
が
出
席

し
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
か

ら
は
星
野
良
三
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
会
長
が
参
列
し

た
︒
震
災
発
生
時
刻
で
あ
る
︑

午
後
２
時
46
分
か
ら
１
分
間

の
黙
と
う
を
捧
げ
た
後
︑
安

倍
総
理
に
よ
る
式
辞
と
文
仁

親
王
殿
下
の
お
こ
と
ば
に
続

き
︑大
島
理
森
衆
議
院
議
長
︑

山
崎
正
昭
参
議
院
議
長
︑
寺

田
逸
郎
最
高
裁
判
所
長
官
︑

岩
手
︑
宮
城
︑
福
島
県
の
各

県
か
ら
３
人
の
遺
族
代
表
者

が
追
悼
の
辞
を
述
べ
た
︒

　

参
列
者
の
献
花
後
に
は
︑

一
般
弔
問
者
に
よ
る
献
花
も

行
わ
れ
︑
犠
牲
者
の
鎮
魂
と

被
災
地
復
興
の
さ
ら
な
る
前

進
を
願
っ
た
︒

会
長
が
登
壇
し
︑
安
倍
晋
三

自
民
党
総
裁
か
ら
表
彰
状
と

記
念
品
を
受
領
し
た
︒

　

な
お
︑
自
民
党
大
会
で
︑

全
ト
協
が
受
領
代
表
と
し
て

表
彰
状
を
受
け
取
る
の
は
今

回
が
初
め
て
︒

１
４
９
の
友
好
団
体
を
代
表
し　

　
　

  
星
野
会
長
が
表
彰
状
受
領

自
民
党
大
会
に
出
席安倍晋三自民党総裁（右）から表彰を受ける星野会長（3月5日、グランドプ

リンスホテル新高輪）
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全
ト
協
　
　
　
　
　
事
業
計
画
と
予
算

⑴�

取
引
環
境
の
改
善
及
び
長

時
間
労
働
の
抑
制
並
び
に

生
産
性
の
向
上
に
向
け
た

諸
対
策

① 

「
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
お
け

る
取
引
環
境
・
労
働
時
間

改
善
協
議
会
」
の
適
確
な

運
営

・ 

国
土
交
通
省
及
び
厚
生
労

働
省
等
と
連
携
を
図
り
︑

中
央
及
び
全
都
道
府
県
の

協
議
会
が
適
確
な
運
営
が

さ
れ
る
よ
う
︑
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
間
の
意
見

・
情
報
交
換
を
行
う
な
ど

対
応
を
図
る
︒

② 

着
荷
主
を
含
め
た
パ
イ
ロ

ッ
ト
事
業
へ
の
対
応

・ 

平
成
28
年
度
の
状
況
を
踏

ま
え
︑
着
荷
主
も
含
め
た

パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
の
実
施

に
向
け
て
︑
国
土
交
通
省

及
び
厚
生
労
働
省
等
と
の

連
携
を
さ
ら
に
密
に
し
︑

対
応
を
図
る
︒

③ 

労
働
基
準
法
の
改
正
や

「
働
き
方
改
革
」
へ
の
対

応
・ 

平
成
27
年
４
月
に
閣
議
決

定
さ
れ
た
労
働
基
準
法
の

改
正
に
対
応
す
る
と
と
も

に
︑政
府
が
推
進
す
る
﹁
働

き
方
改
革
﹂
の
動
向
及
び

そ
れ
に
伴
う
労
働
関
係
法

※
傍
線
＝
平
成
29
年
度
新
規
及
び
改
正
事
項
等

令
の
改
正
等
に
関
し
て
︑

必
要
に
応
じ
て
行
政
機
関

等
と
調
整
を
行
う
︒

⑵�

交
通
及
び
労
災
事
故
の
防

止
の
推
進

○
交
通
事
故
防
止
対
策

① 

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る

交
通
事
故
実
態
の
把
握
と

要
因
分
析

・ 

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
を
第
一

当
事
者
と
す
る
死
亡
事
故

件
数
を
車
両
台
数
１
万
台

当
た
り
﹁
２
・
０
﹂
以
下

と
し
︑
各
都
道
府
県
（
車

籍
別
）の
共
通
目
標
と
し
︑

事
故
防
止
の
推
進
を
図
る
︒

・ 

車
籍
別
︑
発
生
地
域
別
︑

車
両
区
分
別
︑
道
路
区
分

別
等
詳
細
に
交
通
事
故
実

態
を
分
析
・
把
握
し
︑
有

効
な
事
故
防
止
対
策
を
立

て
る
︒

② 

追
突
事
故
及
び
交
差
点
、

高
速
道
路
に
お
け
る
事
故

防
止
対
策
の
推
進

・ 

事
業
用
自
動
車
の
運
転
者

に
対
す
る
指
導
及
び
監
督

の
指
針
の
強
化
に
対
応

し
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
教
育
テ

キ
ス
ト
を
活
用
し
た
ト
ラ

ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
初
任

運
転
者
教
育
等
に
つ
い
て

実
施
体
制
等
を
強
化
し
︑

交
通
事
故
防
止
の
実
効
性

向
上
を
図
る
︒

・ 

交
通
事
故
実
態
に
即
し
た

事
故
防
止
セ
ミ
ナ
ー
等
を

通
じ
て
︑
交
通
事
故
防
止

の
意
識
の
高
揚
を
図
る
︒

ま
た
︑
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー

ダ
活
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見

直
し
︑
効
果
的
な
映
像
を

活
用
し
た
セ
ミ
ナ
ー
と
す

る
ほ
か
︑﹁
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
ヒ

ヤ
リ
ハ
ッ
ト
集
﹂
の
充
実

を
図
る
︒

③ 

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
等
安

全
対
策
機
器
の
普
及
促
進

・ 

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
︑
後

方
視
野
確
認
支
援
装
置
︑

ア
ル
コ
ー
ル
イ
ン
タ
ー
ロ

ッ
ク
な
ど
を
は
じ
め
と
し

た
安
全
対
策
機
器
の
導
入

を
助
成
し
︑
積
極
的
な
普

及
促
進
を
図
る
︒

④ 

運
行
管
理
者
に
対
す
る
情

報
提
供
等
支
援
体
制
の
整

備
・ ﹁
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
に
お

け
る
運
行
管
理
者
の
あ
り

方
﹂
報
告
書
を
踏
ま
え
つ

つ
︑
運
行
管
理
者
に
対
す

る
情
報
提
供
等
支
援
体
制

の
整
備
を
図
る
︒

⑤ 

国
際
海
陸
一
貫
運
送
コ
ン

テ
ナ
の
自
動
車
運
送
の
安

全
確
保

・ ﹁
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の

陸
上
に
お
け
る
安
全
輸
送

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
の
取
り

組
み
を
推
進
す
る
と
と
も

に
︑﹁
国
際
海
陸
一
貫
運

送
コ
ン
テ
ナ
の
自
動
車
運

送
の
安
全
確
保
に
関
す
る

法
律
案
﹂
の
成
立
に
向
け

た
活
動
を
行
う
︒

・ 

45
㌳
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上
輸

送
に
お
け
る
安
全
性
の
確

保
や
法
的
環
境
整
備
︑
マ

ル
チ
ト
レ
ー
ラ
等
輸
送
を

効
率
化
す
る
新
技
術
導
入

に
向
け
た
方
策
を
推
進
す

る
︒

⑥ 

「
運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
」
の
普
及
拡
大

・ 

運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

に
つ
い
て
︑
一
層
の
定
着

と
取
組
み
の
深
度
化
︑
高

度
化
を
図
る
た
め
︑
最
低

車
両
台
数
の
範
囲
拡
大
を

検
討
す
る
と
と
も
に
︑
官

民
一
体
で
取
り
組
む
普
及

・
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
︒

⑦ 

駐
車
問
題
見
直
し
へ
の
対

応
・ 

都
市
部
を
中
心
と
し
た
︑

物
流
と
駐
車
規
制
の
整
合

性
を
図
る
よ
う
関
係
省
庁

と
協
議
し
︑
各
地
域
の
実

情
に
あ
わ
せ
た
対
応
策
を

図
る
︒

⑧ 

全
国
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

・
コ
ン
テ
ス
ト
の
実
施

・ 

安
全
意
識
な
ら
び
に
運
転

技
能
の
向
上
を
図
る
た
め

﹁
全
国
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ

バ
ー
・
コ
ン
テ
ス
ト
﹂
を

実
施
す
る
︒

○
労
働
対
策

① 

健
康
状
態
に
起
因
す
る
事

故
及
び
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
の
推
進

・ ﹁
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の

た
め
の
健
康
起
因
事
故
防

止
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂
を
活
用

し
た
セ
ミ
ナ
ー
等
を
通
じ

て
健
康
起
因
事
故
防
止
対

策
を
推
進
す
る
と
と
も

に
︑
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対

策
強
化
に
つ
い
て
普
及
・

啓
発
を
図
る
︒

・ 

国
土
交
通
省
の
﹁
事
業
用

自
動
車
健
康
起
因
事
故

対
策
協
議
会
﹂
で
審
議
す

る
脳
・
心
臓
な
ど
主
要
疾

病
等
に
対
す
る
検
査
方
法

等
の
普
及
方
策
に
つ
い
て

検
討
す
る
︒

・ 

中
小
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
の
た
め
の
健
康
管
理
シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て
導
入
を

検
討
す
る
︒

・ 

ド
ラ
イ
バ
ー
の
睡
眠
時
無

呼
吸
症
候
群
（
Ｓ
Ａ
Ｓ
）

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
に

対
す
る
助
成
を
行
う
と
と

も
に
︑
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

検
査
後
の
治
療
状
況
な
ど

の
把
握
に
努
め
る
︒

② 

労
働
災
害
防
止
、
荷
主
対

策
の
推
進

・ 

荷
主
庭
先
を
含
め
た
労
働

災
害
の
発
生
状
況
等
の
実

態
を
調
査
分
析
・
把
握
す

る
た
め
︑
陸
上
貨
物
運
送

事
業
労
働
災
害
防
止
協

会
等
関
係
機
関
と
の
連
携

を
図
り
︑
労
働
災
害
防
止

に
向
け
た
取
り
組
み
を
促

進
す
る
︒

・ 

安
全
衛
生
管
理
の
徹
底
と
︑

﹁
陸
上
貨
物
運
送
事
業
に

お
け
る
荷
役
作
業
の
安
全

対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
の

周
知
・
徹
底
を
図
る
︒

③ 

過
労
死
防
止
対
策
の
推
進

・ 

過
労
死
等
の
実
態
を
調
査

分
析
・
把
握
し
た
う
え

で
︑
過
労
死
防
止
対
策
に

向
け
た
よ
り
具
体
的
な
行

動
計
画
を
示
し
た
﹁
過
労

死
等
防
止
計
画
﹂
を
策
定

す
る
︒

・ ﹁
過
労
死
等
防
止
対
策
白

書
﹂（
厚
生
労
働
省
発
行
）

に
基
づ
き
︑
過
労
死
防
止

対
策
等
を
取
り
ま
と
め
た

啓
発
資
料
を
制
作
し
︑
セ

ミ
ナ
ー
等
を
通
じ
過
労
死

防
止
の
意
識
の
高
揚
を
図

る
と
と
も
に
過
労
死
防
止

対
策
の
普
及
・
促
進
を
図

る
︒

④ 

高
速
道
路
の
Ｓ
Ａ
・
Ｐ

Ａ
、
道
の
駅
に
お
け
る
駐

車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

・ 

ド
ラ
イ
バ
ー
が
計
画
通
り

運
行
し
︑
労
働
関
係
法
令

を
遵
守
で
き
る
よ
う
︑
ト

ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
は

じ
め
高
速
道
路
の
Ｓ
Ａ
・

Ｐ
Ａ
︑
道
の
駅
等
に
お
け

る
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

に
つ
い
て
対
応
を
図
る
︒

⑶
人
材
確
保
対
策
の
推
進

① 

高
校
新
卒
者
の
採
用
促
進

の
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
を
含
む
総
合
的
な
対
策

の
策
定
及
び
実
施

・ 

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
登
録

サ
イ
ト
の
充
実
︑
イ
ン
タ

ー
ン
シ
ッ
プ
実
施
事
業
者

へ
の
支
援
を
図
る
と
と
も

に
︑
高
等
学
校
等
へ
の
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
活
用
の

周
知
を
行
い
︑
高
校
生
等

に
対
す
る
業
界
へ
の
採
用

促
進
を
図
る
︒

・ 

新
運
転
免
許
制
度
施
行
に

伴
い
︑準
中
型
免
許
取
得
︑

５
㌧
限
定
準
中
型
免
許
限

定
解
除
に
係
る
費
用
に
対

す
る
支
援
を
行
い
︑
若
年

ド
ラ
イ
バ
ー
の
確
保
を
図

る
︒

② 

女
性
、
高
齢
者
の
採
用
等

少
子
高
齢
化
に
対
応
し
た

労
働
力
確
保
と
定
着
及
び

活
用
・
育
成
対
策
の
推
進

・ 

若
年
者
︑
女
性
及
び
高
齢

者
の
採
用
活
動
︑
採
用
後

の
労
務
管
理
等
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
作
成
︑
人
材
確
保

セ
ミ
ナ
ー
を
通
じ
事
業
者

へ
の
支
援
を
図
る
︒

③ 

労
働
環
境
の
改
善
及
び
整

備
方
策
の
検
討　

・ 

女
性
ド
ラ
イ
バ
ー
の
雇
用

促
進
に
係
る
労
働
条
件
︑

職
場
環
境
整
備
等
女
性
が

働
き
や
す
い
職
場
に
向
け

た
改
善
策
を
検
討
す
る
︒

④ 

事
業
後
継
者
等
の
育
成

・ 

物
流
経
営
士
の
認
定
事
業

の
充
実
︑
活
用
を
図
る
︒

ま
た
︑
遠
隔
地
の
受
講
促

進
を
図
る
た
め
の
方
策
を

検
討
す
る
と
と
も
に
︑
物

流
経
営
士
の
質
的
向
上
及

び
物
流
経
営
士
間
の
連
携

を
図
る
た
め
の
研
修
会
等

を
開
催
す
る
︒

・ 
青
年
部
会
に
お
い
て
実
務

に
即
し
た
研
修
事
業
の
実

施
︑
他
業
界
等
の
青
年
組

織
と
の
意
見
交
換
を
行
う

と
と
も
に
︑
社
会
貢
献
活

動
に
取
り
組
み
︑
業
界
の

社
会
的
地
位
向
上
に
貢
献

す
る
︒

・ 

都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

の
青
年
組
織
に
所
属
す
る

経
営
者
等
の
先
進
的
な
創

意
工
夫
に
よ
る
収
益
性
向

上
な
ど
の
取
り
組
み
に
対

す
る
支
援
を
行
う
︒

・ 

事
業
承
継
の
方
法
や
好
事

例
を
ま
と
め
︑
事
業
後
継

者
の
確
保
・
育
成
に
悩
む

中
小
事
業
者
へ
の
支
援
を

行
う
︒

・ 

優
秀
な
管
理
者
を
育
成
す

る
た
め
︑（
独
）
中
小
企

業
基
盤
整
備
機
構
が
運
営

す
る
中
小
企
業
大
学
校
の

講
座
受
講
を
促
進
す
る
︒

⑷�

高
速
道
路
通
行
料
金
の
大

口
・
多
頻
度
割
引
最
大
50

％
の
恒
久
化
及
び
割
引
制

度
の
充
実

① 

大
口
・
多
頻
度
割
引
最
大

50
％
の
恒
久
化
及
び
割
引

制
度
の
充
実

・ 

高
速
道
路
の
利
用
を
さ
ら

に
促
進
す
る
た
め
︑
高
速

道
路
料
金
の
大
口
・
多
頻

度
割
引
最
大
50
％
の
恒
久

化
及
び
割
引
制
度
の
充
実

に
向
け
て
︑
荷
主
等
経
済

界
と
の
協
力
も
得
て
︑
積

極
的
な
要
望
活
動
や
行
政

機
関
等
と
の
調
整
を
行
う
︒

② 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
を
活
用
し

た
物
流
対
策

・ 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
の
普
及
促

進
を
図
る
た
め
︑
Ｅ
Ｔ
Ｃ

２
・
０
を
活
用
し
た
﹁
車

両
運
行
管
理
支
援
サ
ー
ビ

ス
﹂
等
各
種
物
流
対
策
の

充
実
に
向
け
た
対
応
を
図

る
︒

⑸�

原
価
管
理
に
基
づ
く
適
正

運
賃
収
受
の
推
進

① 

原
価
管
理
の
徹
底
等
に
よ

る
適
正
運
賃
・
料
金
の
収

受
・ 

国
土
交
通
省
の
﹁
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
の
適
正
運
賃
・

料
金
検
討
会
﹂
に
積
極
的

に
対
応
し
︑
適
正
な
運
賃

・
料
金
を
収
受
す
る
た
め

の
方
策
に
つ
い
て
検
討
す

る
︒

・ 

原
価
意
識
の
強
化
及
び
適

正
運
賃
収
受
に
繋
が
る
セ

ミ
ナ
ー
等
を
開
催
す
る
と

と
も
に
︑
業
界
の
指
標
と

な
る
経
営
分
析
報
告
書
の

作
成
と
個
別
企
業
に
対
す

る
経
営
診
断
助
成
を
行
う
︒

・ 

物
流
施
設
の
整
備
︑
荷
役

機
械
の
購
入
︑
激
甚
災
害

を
受
け
た
場
合
の
経
営
安

定
等
に
対
す
る
近
代
化
基

金
融
資
を
推
進
す
る
と
と

も
に
︑
当
該
融
資
に
係
る

利
子
補
給
を
行
う
︒

・ 

各
都
道
府
県
信
用
保
証
協

会
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

保
証
等
の
保
証
を
受
け
る

際
に
支
払
う
保
証
料
の
助

成
事
業
を
行
う
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
に
対
し
て

補
助
を
行
う
︒

・ 

求
荷
求
車
情
報
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
成
約
運
賃
を
指
数

化
し
︑
荷
主
業
界
︑
ト
ラ

ッ
ク
運
送
業
界
に
公
表
す

る
︒

② 

契
約
の
書
面
化
及
び
下
請

・
荷
主
適
正
取
引
推
進
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
普
及
・
定

着

・ 

政
府
の
﹁
下
請
等
中
小
企

業
の
取
引
条
件
改
善
に
関

す
る
関
係
府
省
等
連
絡
会

議
﹂
に
対
応
す
る
と
と
も

に
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
の

適
正
取
引
推
進
の
た
め
の

自
主
行
動
計
画
の
内
容
に

つ
い
て
︑
会
員
事
業
者
及

び
荷
主
へ
の
理
解
促
進
を

図
る
︒

・ 

基
本
契
約
の
締
結
や
書
面

化
の
必
要
性
︑
下
請
・
荷

主
適
正
取
引
推
進
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
つ
い
て
︑
会
員

事
業
者
及
び
荷
主
に
さ
ら

な
る
周
知
を
行
い
︑
定
着

を
図
る
︒

③
Ｉ
Ｔ
化
の
推
進

・ 

中
小
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
を
対
象
と
し
た
情
報
化

支
援
諸
施
策
を
行
う
︒
ま

た
︑
先
進
活
用
事
例
等
を

取
り
ま
と
め
た
事
例
集
や

事
例
動
画
を
充
実
さ
せ
る

と
と
も
に
︑
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
す
る
な
ど
Ｉ
Ｔ
活
用

の
推
進
を
図
り
︑
事
業
者

の
生
産
性
向
上
等
を
支
援

す
る
︒

・ 

輸
送
効
率
向
上
と
Ｉ
Ｔ
化

を
促
進
す
る
た
め
︑
求
荷

求
車
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事
業
を
支
援
す
る
︒

⑹�

参
入
基
準
の
厳
格
化
等
規

制
緩
和
の
見
直
し
の
促
進

① 

参
入
基
準
の
厳
格
化
等
規

制
緩
和
の
見
直
し
の
促
進

・ 

国
土
交
通
省
と
適
正
化
実

施
機
関
と
の
連
携
を
強
化

し
︑
新
規
事
業
者
の
参
入

基
準
の
厳
格
化
等
行
き
過

ぎ
た
規
制
緩
和
の
見
直
し

を
要
望
す
る
︒

・ 

新
規
参
入
事
業
者
に
対
す

る
巡
回
指
導
の
前
倒
し
︑

悪
質
性
の
高
い
違
反
項
目

に
係
る
速
報
制
度
及
び
乗

務
時
間
等
告
示
違
反
事

業
所
に
対
す
る
特
別
巡
回

指
導
を
行
う
︒

・ 

利
用
運
送
事
業
に
関
す
る

規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
︑

引
き
続
き
関
係
行
政
機
関

に
要
望
を
行
う
︒

⑺�

新
技
術
を
活
用
し
た
物
流

の
効
率
化
等
の
推
進

① 

自
動
運
転
・
隊
列
走
行
の

対
応

・ 

国
の
先
進
安
全
自
動
車

（
Ａ
Ｓ
Ｖ
）
推
進
計
画
及

び
隊
列
走
行
実
現
に
向
け

た
取
り
組
み
に
参
画
し
︑

よ
り
安
全
性
の
高
い
自
動

車
運
転
技
術
の
普
及
等
に

取
り
組
む
︒

・ 

ド
ラ
イ
バ
ー
不
足
や
生
産

性
向
上
等
に
資
す
る
自
動

運
転
・
隊
列
走
行
な
ど
新

技
術
を
活
用
し
た
物
流
の

効
率
化
等
の
推
進
に
つ
い

て
︑
関
係
機
関
と
検
討
を

行
う
︒

② 

中
継
輸
送
及
び
共
同
輸
配

送
の
対
応

・ 

国
土
交
通
省
の
﹁
中
継
輸

送
実
証
実
験
モ
デ
ル
事
業

有
識
者
検
討
会
﹂
に
対
応

し
︑
中
小
事
業
者
が
対
応

可
能
な
中
継
輸
送
や
共
同

輸
配
送
に
つ
い
て
︑
関
係

行
政
機
関
と
検
討
を
行
う
︒

取
税
の
旧
暫
定
税
率
の
廃

止
に
向
け
て
︑
政
府
与
党

等
に
対
し
要
望
・
陳
情
活

動
を
展
開
す
る
︒

⑵�

燃
料
費
対
策
の
推
進
及
び

燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
の
導

入
① 

自
家
用
燃
料
供
給
施
設
整

備
支
援
助
成
事
業
及
び

燃
料
費
対
策
特
別
融
資
の

実
施

・ 

自
家
用
燃
料
供
給
施
設
に

対
す
る
助
成
を
実
施
す
る

と
と
も
に
︑
助
成
を
受
け

た
給
油
施
設
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
化
を
行
い
︑
大
災
害

等
の
際
の
緊
急
輸
送
時
に

お
け
る
燃
料
供
給
体
制
を

整
備
す
る
︒

・ 

軽
油
等
燃
料
費
対
策
お
よ

び
環
境
・
省
エ
ネ
に
対
す

る
重
要
性
に
鑑
み
︑
最
新

排
出
ガ
ス
規
制
適
合
車
等

の
導
入
に
必
要
な
設
備
資

金
融
資
に
対
す
る
利
子
補

給
を
行
う
︒

② 

石
油
製
品
価
格
動
向
調
査

の
実
施

・ 

石
油
製
品
価
格
の
動
向
を

調
査
す
る
と
と
も
に
︑
石

油
製
品
及
び
石
油
製
品
間

の
需
給
動
向
や
価
格
の
変

動
要
因
に
つ
い
て
分
析
を

行
い
︑
対
応
策
を
検
討
す

る
︒

③ 

燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
導
入

の
積
極
的
な
促
進

・ 

国
土
交
通
省
と
連
携
を
図

り
︑
燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
周
知
す

る
な
ど
︑
導
入
を
促
進
す

る
と
と
も
に
︑
適
正
運
賃

収
受
の
た
め
の
方
策
を
検

討
す
る
︒

④ 

フ
ェ
リ
ー
利
用
等
の
推
進

に
向
け
た
対
策

・ 

北
海
道
・
九
州
～
本
州
間

等
の
フ
ェ
リ
ー
利
用
等
に

つ
い
て
︑
高
速
道
路
料
金

の
割
引
に
相
当
す
る
助
成

制
度
の
創
設
の
要
望
や
改

善
基
準
告
示
の
関
連
通
達

に
お
い
て
フ
ェ
リ
ー
乗
船

時
の
特
例
が
見
直
さ
れ
た

こ
と
を
周
知
す
る
な
ど
︑

フ
ェ
リ
ー
利
用
等
の
推
進

に
向
け
た
対
策
を
検
討
す

る
︒

⑶�

環
境
・
省
エ
ネ
対
策
の
推

進
① 

新
・
環
境
基
本
行
動
計
画

の
推
進

・ ﹁
新
・
環
境
基
本
行
動
計

画
﹂
を
踏
ま
え
︑
先
進
環

境
対
応
車
の
導
入
の
促

進
︑
車
両
の
大
型
化
等
輸

送
の
効
率
化
︑
環
境
啓
発

活
動
を
推
進
す
る
︒

・ 

Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
で
採
択
さ
れ
た

パ
リ
協
定
を
踏
ま
え
閣
議

決
定
さ
れ
た
﹁
地
球
温
暖

化
対
策
計
画
﹂に
基
づ
き
︑

既
存
の
計
画
の
必
要
な
見

直
し
を
行
い
︑
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
抑
制
に
取
り

組
む
︒

② 

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
徹
底
に

向
け
た
Ｅ
Ｍ
Ｓ
機
器
等
の

  

事 

業 

計 

画

【
重
点
施
策
】

⑴�

自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素
化
・
軽
減
の
実
現

⑵�

燃
料
費
対
策
の
推
進
及
び
燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
の
導
入

⑶�

環
境
・
省
エ
ネ
対
策
の
推
進

⑷�

適
正
化
事
業
等
の
推
進
に
よ
る
法
令
遵
守
の
徹
底

⑸�

大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
け
る
緊
急
輸
送
体
制
の
確
立

◆
最
重
点
施
策
◆

◆
重
点
施
策
◆

平
成
29
年
３
月
９
日
第
１
６
９
回
理
事
会
承
認

⑴�

自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素

化
・
軽
減
の
実
現

① 

自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素

化
・
軽
減
の
実
現

・ 

自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素

化
・
軽
減
に
向
け
て
︑
政

府
与
党
等
に
対
し
要
望
・

陳
情
活
動
を
積
極
的
に
展

開
す
る
︒
ま
た
︑
営
業
用

ト
ラ
ッ
ク
に
対
し
て
新
た

な
税
負
担
と
な
る
よ
う
な

議
論
が
生
じ
た
場
合
に

は
︑
こ
れ
を
阻
止
す
る
た

め
の
要
望
・
陳
情
活
動
を

展
開
す
る
︒

② 

軽
油
引
取
税
の
旧
暫
定
税

率
の
廃
止
等
税
負
担
の
軽

減 

・ 

軽
油
引
取
税
は
︑
一
般
財

源
化
に
よ
り
本
来
国
民
が

公
平
に
負
担
す
べ
き
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
当

分
の
間
税
率
﹂
と
名
前
を

変
え
て
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
者
が
負
担
を
強
い
ら
れ

て
お
り
︑
税
負
担
の
公
平

の
原
則
に
著
し
く
反
し
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
軽
油
引

（単位：千円）

事業活動
収支の部

交
付
金
特
別
会
計

収入

支出

収支差額

収入

支出

収支差額

収入

支出

収支差額

投資活動
収支の部

財務活動
収支の部

予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

事業活動
収支の部

事業活動
収支の部

投資活動
収支の部

一
般
会
計

鈴
木
基
金
特
別
会
計

収入
支出
収支差額

収入
支出
収支差額

収入
支出
収支差額

収入
支出
収支差額
収入
支出
収支差額

投資活動
収支の部

財務活動
収支の部

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額

交付金特別会計事業活動支出の内訳

（単位：千円）

注）▲はマイナス

平成29年度収支予算（総括）
673,710
569,898
103,812

1,600
10,600
▲9,000

10,000

10,000
0

72,500

20,000

▲30,312
50,312

▲72,500

0

1,000
0
0

1,000
0
0

4,256,432

4,826,298

▲569,866

45,900

▲45,900

0

1,350,312

1,300,000

50,312

10,000

▲575,454

575,454

事故防止対策事業費
965,148

安全性評価事業費
85,732

トラック運転者競技会事業費
24,678

中小企業経営改善対策
事業費

422,672
利用者対策事業費

67,954
環境・エネルギー対策

推進事業費
356,612

適正化事業費
685,908

トラックステーション等運営助成費
447,532

災害時運送体制整備事業費
10,480

近代化基金
利子補給事業費
549,387

総合物流対策事業費
265,342

管理費等
352,806

広報事業費
378,664

労働対策事業費
213,383

【
最
重
点
施
策
】

⑴�

取
引
環
境
の
改
善
及
び
長
時
間
労
働
の
抑
制
並
び
に
生
産
性
の
向
上
に

向
け
た
諸
対
策

⑵�

交
通
及
び
労
災
事
故
の
防
止

⑶�

人
材
確
保
対
策
の
推
進

⑷�

高
速
道
路
通
行
料
金
の
大
口
・
多
頻
度
割
引
最
大
50
％
の
恒
久
化
及
び

割
引
制
度
の
充
実

⑸�

原
価
管
理
に
基
づ
く
適
正
運
賃
収
受
の
推
進

⑹�

参
入
基
準
の
厳
格
化
等
規
制
緩
和
の
見
直
し
の
促
進

⑺�

新
技
術
を
活
用
し
た
物
流
の
効
率
化
等
の
推
進

平
成
29
年
度
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許されないＵターン
〔第64回〕

　３月12日に準中型免許が施行されました。初めて免許を取
得する場合については、約３週間近くかかりますが、既に５ト
ン限定の普通免許を取得している場合は、運転免許試験場で
限定解除の審査に合格するか、指定自動車教習所で最低４時
間の限定解除の教習を受けて合格すれば、準中型免許を取得
できます。桜の咲く前に、準中型免許を持った新人ドライバー
が入ってくる会社も多いことでしょう。先輩ドライバーの皆さ
んには、安全でマナーの良い運転のお手本を示していただく
ようお願いいたします。

●他人の敷地で勝手にＵターン
Ａさん「運転マナーで思い出したけど、うちのカミさんから、

とんでもないトラックの話を聞いたよ」
Ｂさん「あおりを繰り返すとか、窓からゴミをポイ捨てすると

か…」
Ａさん「いや、そういうのじゃなくて、Ｕターンだよ」
Ｂさん「Ｕターン？…どういうことだい」
Ａさん「親戚の法事があって、カミさんが朝早く車で遠出をし

た時のことだ。高速道路の手前で給油しておこうと、
ガソリンスタンドに入った時、大きなトラックもスタ
ンドに入ってきた。給油するのかなって見てたら、ど
うも様子が違う。店の人が出てきて怒ったような顔で
何か言ってるけど、トラックはあまり気にするふうで
もなく、給油もせずに出て行った。何のためにトラッ
クがスタンドに入ってきたのかよく分からなかったの
で、店の人に聞いてみると、『給油のためじゃなくＵ
ターンするためにスタンドに入ってきた』とのこと。
『そんなトラックがいるんですか』とビックリしてカ
ミさんが聞き返すと、『けっこう多いんです。危険だ
し、迷惑だし、注意しても、どこ吹く風って感じで、
まったく困り果ててます』と、憤まんやるかたないと
いう表情だったそうだ」

Ｂさん「そりゃそうだよ。図体のでかいトラックにＵターンす
るためだけに利用されたんじゃ、たまったもんじゃな
いし、万一事故でも起こったら、大変なことになる」

Ａさん「コンビニでも、同じようなことをしているトラックが
いるらしい」

Ｂさん「何も買わずに、Ｕターンのためだけにコンビニの敷地
を利用するわけだ」

Ａさん「例えば、うちの営業所の敷地内に、何の関係もない車
がＵターンするために入ってきたらどうする？」

Ｂさん「何をやってるんだ、出て行けって、すぐに追い返す
よ」

Ａさん「それが当然だよね。ところがガソリンスタンドやコン
ビニなんかでは、平気でそんなことをする。危険、迷
惑、非常識。プロドライバーとして、到底、許されるこ
とではないよ」

●Ｕターンは避けるべき
Ｂさん「ガソリンスタンドなどを利用してＵターンするという

のは論外だけど、そうでない場合でもＵターンという
のは、危険を伴う行為だから、基本的には避けるべき
だと思うよ」

Ａさん「Ｕターンする時って、道を間違えた時が多いと思うけ
ど、そういう時は焦っているから、安全確認もいい加
減になりやすいしね」

Ｂさん「道路交通法では、歩行者や他の車両の正常な交通を
妨害する恐れがある時は、転回（Ｕターン）してはな
らないと定められている。トラックは車体が長く内輪
差も大きいから、道幅が相当広く、しかも交通量が非

常に少ないという道路でもない限り、他の車両など
の正常な交通を妨害せずにＵターンするなんて、無理
な話だよ」

Ａさん「Ｕターンが可能なのは、右折矢印の信号が設置され、
かつ、標識等（図）でＵターンが禁止されていない交
差点くらいかな」

Ｂさん「その場合でもＵターンする時は、かなりの急ハンドル
になるから、重心が高いと横転する恐れがある。その
点も頭に入れておかないと」

Ａさん「そう考えると、よほどの事情がない限り、避けたほう
が無難だね」

Ｂさん「そもそも道を間違えてＵターンしなくちゃならないこ
と自体、プロとして恥ずかしいし、ましてや、先を急
いでいるからとか、時間をロスしたくないからといっ
て、他人の敷地に入り込んでＵターンしようなんて、
もってのほかだよ」

Ａさん「もしも、運行経路がそうしたＵターンを前提としたも
のであったとしたら、それこそ重大問題だ。運行経路
が適切かどうかのチェックも必要だね」

図

赤

青

黄

【標識】 【標示】

転回禁止の標識・標示

路面

導
入
及
び
ア
イ
ド
リ
ン
グ

ス
ト
ッ
プ
支
援
装
置
の
普

及
促
進

・ 

燃
料
消
費
量
の
削
減
効
果

が
高
い
デ
ジ
タ
ル
式
運
行

記
録
計
な
ど
Ｅ
Ｍ
Ｓ
機
器

等
の
導
入
の
た
め
の
補
助

事
業
を
促
進
す
る
︒

・ 

エ
ア
ヒ
ー
タ
ー
︑
バ
ッ
テ

リ
ー
式
冷
暖
房
装
置
等
の

導
入
の
た
め
の
事
業
を
実

施
す
る
︒

③ 

Ｎ
Ｇ
Ｖ
等
低
公
害
車
の
普

及
促
進

・ 

環
境
対
応
車
で
あ
る
Ｎ
Ｇ

Ｖ
及
び
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車

の
導
入
を
促
進
す
る
事
業

を
実
施
す
る
︒

・ 

環
境
保
全
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
観
点

か
ら
︑
利
用
し
や
す
い
圧

縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
設

置
に
対
す
る
助
成
を
行
う
︒

⑷�

適
正
化
事
業
等
の
推
進
に

よ
る
法
令
遵
守
の
徹
底

① 

事
故
防
止
・
安
全
対
策
等

の
指
導
内
容
の
充
実
強
化

及
び
事
業
者
・
運
行
管

理
者
等
に
対
す
る
指
導
の

推
進

・ 

巡
回
指
導
に
つ
い
て
は
︑

行
政
と
連
携
し
︑
新
規
事

業
者
︑
悪
質
事
業
者
︑
小

規
模
事
業
者
及
び
巡
回
指

導
結
果
等
を
踏
ま
え
︑
優

先
度
に
応
じ
た
指
導
内
容

及
び
巡
回
頻
度
と
す
る
︒

ま
た
︑
巡
回
指
導
等
を
通

じ
て
︑
事
業
者
や
運
行
管

理
者
等
に
対
し
︑
法
令
遵

守
の
徹
底
に
つ
い
て
指
導

す
る
︒
な
お
︑
社
会
保
険

等
の
未
加
入
事
業
者
に
対

し
て
は
︑
社
会
保
険
制
度

に
関
す
る
周
知
を
図
る
と

と
も
に
︑
加
入
の
徹
底
を

的
確
に
指
導
す
る
︒

・ 

適
正
化
事
業
指
導
員
の
更

な
る
専
任
化
を
推
進
す
る

と
と
も
に
︑
年
間
又
は
月

間
の
巡
回
指
導
実
施
目
標

件
数
を
定
め
る
な
ど
の
指

導
の
強
化
を
図
る
︒

・ 

評
価
が
公
平
に
行
わ
れ
る

よ
う
評
価
手
法
の
全
国
均

一
化
を
推
進
す
る
た
め
︑

各
地
方
貨
物
自
動
車
運

送
適
正
化
事
業
実
施
機
関

に
お
け
る
評
価
な
ど
の
現

状
を
把
握
す
る
︑
実
態
調

査
を
行
う
︒
ま
た
︑﹁
巡

回
指
導
の
指
針
﹂及
び﹁
巡

回
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂
に
つ

い
て
所
要
の
見
直
し
を
行

い
巡
回
指
導
業
務
の
円
滑

な
実
施
を
図
る
と
と
も

に
︑
調
査
手
法
︑
判
断
基

準
の
徹
底
を
図
る
︒

② 

安
全
性
評
価
事
業
（
Ｇ
マ

ー
ク
制
度
）
の
積
極
的
な

推
進
及
び
普
及
促
進
策
の

実
施

・ ﹁
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

安
全
性
評
価
事
業
（
Ｇ
マ

ー
ク
制
度
）﹂
に
つ
い
て
︑

引
き
続
き
関
係
行
政
機
関

や
地
方
貨
物
自
動
車
運
送

適
正
化
事
業
実
施
機
関
と

連
携
し
︑
円
滑
な
推
進
を

図
る
︒

・ 

Ｇ
マ
ー
ク
制
度
の
認
知
度

ア
ッ
プ
を
図
る
た
め
︑
引

き
続
き
Ｇ
マ
ー
ク
ラ
ッ
ピ

ン
グ
ト
ラ
ッ
ク
の
走
行
及

び
Ｗ
Ｅ
Ｂ
を
利
用
し
た
一

般
消
費
者
等
向
け
の
認
知

度
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
を

検
討
す
る
な
ど
広
報
啓
発

活
動
を
展
開
す
る
︒ま
た
︑

荷
主
等
に
対
し
︑
Ｇ
マ
ー

ク
の
安
全
優
位
性
に
つ
い

て
啓
発
を
行
う
な
ど
︑
Ｇ

マ
ー
ク
事
業
所
の
利
用
促

進
を
図
る
︒

・ 

Ｇ
マ
ー
ク
事
業
所
に
関
す

る
苦
情
等
に
つ
い
て
は
︑

内
容
の
詳
細
分
析
及
び
処

理
を
図
る
︒

・ 

Ｇ
マ
ー
ク
取
得
事
業
者
の

保
険
料
の
引
き
下
げ
な
ど

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
拡
充

に
努
め
る
︒

・ 

Ｇ
マ
ー
ク
ス
テ
ッ
カ
ー
の

﹁
有
効
期
限
切
れ
﹂や﹁
廃

車
時
﹂の
剥
離
の
徹
底
等
︑

ス
テ
ッ
カ
ー
の
適
正
な
管

理
を
推
進
す
る
︒

③ 

適
正
化
事
業
指
導
員
に
係

る
研
修
事
業
の
充
実
並
び

に
更
な
る
資
質
の
向
上

・ 

全
国
研
修
で
は
︑
指
導
実

務
に
即
し
た
よ
り
実
践
的

な
調
査
技
術
や
専
門
的
知

識
の
修
得
︑
指
導
能
力
の

向
上
に
資
す
る
研
修
を
開

催
す
る
︒
特
に
︑
特
別
研

修
及
び
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研

修
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
︑

時
宜
を
得
た
内
容
の
テ
ー

マ
を
設
定
す
る
な
ど
研
修

効
果
の
高
度
化
を
図
る
︒

・ 

模
擬
巡
回
指
導
に
よ
る
評

価
手
法
な
ど
の
討
議
や
全

国
研
修
を
補
完
す
る
小
規

模
グ
ル
ー
プ
研
修
の
推

進
︑
指
導
員
相
互
の
連
携

強
化
を
図
る
︒
ま
た
︑
運

輸
局
︑
運
輸
支
局
と
の
官

民
合
同
の
地
方
ブ
ロ
ッ
ク

研
修
を
推
進
し
情
報
の
共

有
を
図
る
と
と
も
に
︑
地

域
の
諸
課
題
に
つ
い
て
討

議
を
行
う
︒

・ 

適
正
化
事
業
指
導
員
の
運

行
管
理
者
資
格
の
取
得
を

積
極
的
に
推
進
す
る
︒

④ 

特
殊
車
両
通
行
許
可
制
度

の
遵
守
の
徹
底

・ 

特
殊
車
両
に
か
か
る
法
令

遵
守
等
を
図
る
た
め
︑
軸

重
超
過
対
策
へ
の
対
応
等

関
係
法
令
改
正
に
つ
い
て

関
係
行
政
機
関
と
連
携
し

講
習
会
を
開
催
す
る
︒

⑤ 

車
両
及
び
道
路
通
行
等
諸

規
制
の
緩
和
要
望
の
推
進

・ 

中
央
で
開
催
さ
れ
る
連
絡

会
議
等
へ
参
加
す
る
と
と

も
に
︑
国
交
省
や
警
察
庁

と
の
意
見
交
換
会
を
開
催

し
︑
制
度
簡
素
化
と
各
種

規
制
の
緩
和
及
び
特
殊
車

両
通
行
許
可
の
審
査
迅
速

化
等
に
つ
い
て
要
望
を
行

う
︒

⑸�

大
規
模
災
害
発
生
時
に
お

け
る
緊
急
輸
送
体
制
の
確

立
① 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
お

け
る
緊
急
物
資
輸
送
体
制

の
確
立
及
び
復
興
関
連
申

請
書
手
続
き
の
弾
力
的
運

用
・ 

全
ト
協﹁
防
災
業
務
計
画
﹂

に
基
づ
き
必
要
な
体
制
整

備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
︑

こ
れ
ま
で
の
震
災
対
応
を

踏
ま
え
緊
急
物
資
輸
送
体

制
の
確
立
を
図
る
︒

・ 

他
の
指
定
公
共
機
関
と
の

連
携
強
化
を
図
る
と
と
も

に
︑
国
等
の
関
係
機
関
の

訓
練
に
積
極
的
に
対
応
す

る
︒
ま
た
︑
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
と
各
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
間
の
緊
急

通
信
体
制
（
テ
レ
ビ
会
議

シ
ス
テ
ム
等
）
の
整
備
及

び
情
報
伝
達
の
訓
練
を
行

う
︒

・ 

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
及

び
協
同
組
合
の
自
家
用
ス

タ
ン
ド
を
活
用
し
た
給
油

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を

推
進
す
る
︒   

・ 

災
害
発
生
時
や
復
興
時
に

お
い
て
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に

必
要
と
な
る
諸
手
続
き
の

簡
素
化
︑
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ

ク
や
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
等

の
緊
急
時
の
輸
送
体
制
の

あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す

る
︒

⑹
そ
の
他

① 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
振

興
セ
ン
タ
ー
と
の
合
併

・ 

長
距
離
ド
ラ
イ
バ
ー
の
休

憩
機
会
の
確
保
に
対
応
す

る
た
め
︑
振
興
セ
ン
タ
ー

業
務
を
継
承
し
つ
つ
一
元

的
に
業
務
を
行
う
組
織
作

り
を
行
う
︒

②
女
性
部
会
の
設
立

・ 

女
性
の
業
界
で
の
職
業
生

活
に
お
け
る
活
躍
を
推
進

す
る
た
め
︑
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
内
に
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
女
性
経

営
者
等
の
組
織
を
構
成
員

と
す
る
女
性
部
会
を
設
立

す
る
︒

③ 

引
越
事
業
者
優
良
認
定
制

度
の
推
進
と
消
費
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

・ 

引
越
事
業
者
優
良
認
定
制

度
の
普
及
促
進
を
図
る
と

と
も
に
︑
一
般
消
費
者
の

認
知
度
を
向
上
さ
せ
る
た

め
の
積
極
的
な
周
知
活
動

を
行
う
︒

・ 

一
般
消
費
者
か
ら
の
輸
送

相
談
に
対
応
す
る
た
め
︑

関
係
行
政
︑
関
係
団
体
︑

法
律
専
門
家
等
と
の
連
携

に
よ
り
︑
相
談
体
制
の
強

化
を
図
る
︒

・ 

引
越
講
習
（
引
越
基
本
講

習
︑
引
越
管
理
者
講
習
）

を
開
催
し
て
︑
引
越
約
款

や
法
令
等
の
周
知
徹
底
を

図
る
と
と
も
に
︑
認
定
講

師
と
し
て
全
ト
協
担
当
部

内
職
員
へ
の
教
育
及
び
外

部
講
師
の
育
成
に
取
り
組

む
︒ま
た
︑お
客
様
対
応
責

任
者
研
修
の
充
実
を
図
る
︒

④ 

標
準
引
越
運
送
約
款
改
正

要
望
の
推
進（
適
用
範
囲
、

キ
ャ
ン
セ
ル
料
金
等
の
見

直
し
）

・ 

平
成
15
年
の
改
正
後
︑
引

越
業
界
を
取
り
巻
く
環
境

変
化
に
よ
り
︑
引
越
事
業

者
︑
消
費
者
共
に
不
都
合

を
来
た
し
て
い
る
部
分
に

つ
い
て
︑
国
交
省
主
催
の

﹁
標
準
引
越
運
送
約
款
改

正
検
討
会
﹂
を
通
じ
て
約

款
改
正
に
取
り
組
む
︒

⑤ 

「
広
報
と
ら
っ
く
」等
に
よ

る
会
員
事
業
者
向
け
情
報

提
供
及
び
各
種
広
報
媒
体

を
活
用
し
た
Ｐ
Ｒ
対
策
の

推
進

・ 

労
働
力
確
保
お
よ
び
業
界

イ
メ
ー
ジ
向
上
の
た
め
の

テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
素
材
を
制
作

し
︑
各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ

ク
協
会
に
配
布
す
る
︒

・ 
機
関
紙﹁
広
報
と
ら
っ
く
﹂

（
毎
月
１
日
・
15
日
発
行

：
年
間
23
回
︑
１
回
の

発
行
部
数
５
万
５
０
０
０

部
）
を
発
行
し
︑
会
員
事

業
者
を
は
じ
め
︑
関
係
行

政
機
関
等
に
配
布
す
る
︒

ま
た
︑
必
要
に
応
じ
号
外

を
発
行
す
る
︒

・ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運
営
お

よ
び
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
に
よ

り
︑
多
様
化
す
る
情
報
ニ

ー
ズ
に
幅
広
く
対
応
す
る
︒

・ 

 10
月
９
日
﹁
ト
ラ
ッ
ク
の

日
﹂
を
中
心
に
全
国
紙
︑

業
界
紙
︑
ラ
ジ
オ
放
送
︑

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
各
種
メ

デ
ィ
ア
を
活
用
す
る
と
と

も
に
︑
全
国
統
一
ポ
ス
タ

ー
を
作
成
・
配
布
す
る
な

ど
広
報
活
動
を
展
開
す
る
︒

・ 

荷
主
等
に
対
し
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
の
現
状
を
訴
え

る
と
と
も
に
︑
適
正
取
引

の
推
進
︑
安
全
性
評
価
事

業
（
Ｇ
マ
ー
ク
制
度
）︑

引
越
事
業
者
優
良
認
定

制
度（
引
越
安
心
マ
ー
ク
）

の
普
及
に
向
け
て
︑
各
種

メ
デ
ィ
ア
へ
の
Ｐ
Ｒ
活
動

を
展
開
す
る
︒

⑥ 

全
ト
協
及
び
都
道
府
県
ト

ラ
ッ
ク
協
会
の
情
報
共
有

化
対
策
の
推
進
及
び
連
携

体
制
の
整
備

・ 

全
ト
協
と
都
道
府
県
ト
ラ

ッ
ク
協
会
の
情
報
共
有
化

に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

・ 

会
員
事
業
者
の
助
成
金
の

活
用
状
況
︑
Ｇ
マ
ー
ク
の

取
得
状
況
な
ど
様
々
な
情

報
に
つ
い
て
︑
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
（
事
業
所
番
号
）
を
活

用
し
た
検
索
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
︒

⑦ 

全
ト
協
・
都
道
府
県
ト
ラ

ッ
ク
協
会
の
会
員
及
び
役

職
員
等
に
対
す
る
研
修
の

充
実
及
び
能
力
の
開
発

・ 

新
規
に
採
用
さ
れ
た
若
手

職
員
等
に
対
し
て
︑
ト
ラ

ッ
ク
運
送
業
界
の
基
本
的

な
知
識
の
習
得
や
現
場
研

修
を
通
じ
て
職
員
と
し
て

必
要
な
能
力
を
身
に
つ
け

る
た
め
の
研
修
を
実
施
す

る
と
と
も
に
︑
能
力
の
向

上
を
図
る
た
め
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
制
度
に
関
わ
る
検

討
を
行
う
︒

⑧ 

海
外
関
係
団
体
・
関
係
機

関
と
の
交
流
の
促
進

・ 

Ｉ
Ｒ
Ｕ
（
国
際
道
路
輸
送

連
盟
）
等
は
じ
め
海
外
の

行
政
機
関
及
び
関
係
団
体

・
関
係
機
関
と
の
交
流
を

促
進
す
る
︒

⑨
庶
務
関
係
事
項

・ 

①
優
秀
運
転
者
等
の
表

彰
︑
②
正
し
い
運
転
・
明

る
い
輸
送
運
動
に
よ
る
表

彰
︑
③
業
界
の
永
年
勤
続

功
労
者
に
対
す
る
感
謝
・

表
彰
︑
④
ト
ラ
ッ
ク
輸
送

に
お
い
て
優
れ
た
業
績
に

対
す
る
鈴
木
賞
︑
等
を
実

施
し
て
き
た
が
︑
成
果
に

つ
い
て
検
証
し
︑
見
直
し

を
図
る
︒
開
催
す
る
会
議

は
︑①
通
常
総
会（
６
月
）︑

②
事
業
者
大
会（
10
月
）︑

③
理
事
会
（
６
月
︑７
月
︑

12
月
︑
３
月
）︑
④
常
任

理
事
会
（
７
月
）︑
⑤
正

副
会
長
会
議
（
原
則
偶
数

月
と
し
︑
必
要
に
よ
り
随

時
）︑
⑥
各
委
員
会
（
必

要
に
よ
り
随
時
）と
す
る
︒
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宅
配
便
の
時
間
帯
指
定
見
直

し
や
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働
条
件

の
改
善
な
ど
が
大
き
な
話
題
に
な

っ
て
い
る
︒

　

宅
配
便
の
引
受
け
抑
制
検
討

が
最
初
に
報
道
さ
れ
る
４
日
前
に
︑

筆
者
は
あ
る
経
済
誌
の
オ
ン
ラ
イ

ン
版
に
﹁
ネ
ッ
ト
通
販
の
激
増
で

日
本
の
宅
配
便
は
崩
壊
す
る
﹂
と

い
う
記
事
を
Ｕ
Ｐ
し
て
い
た
︒
編

集
部
に
よ
る
と
Ｕ
Ｐ
し
て
か
ら
２

日
間
で
68
万
Ｐ
Ｖ（
ペ
ー
ジ
ビ
ュ
ー
）

が
あ
り
︑
転
載
を
含
め
る
と
か
な

り
の
ア
ク
セ
ス
に
な
る
と
い
う
︒

そ
の
後
︑﹃
い
い
ね
！
﹄
が
３
８
０

０
を
超
え
た
︒
コ
メ
ン
ト
も
90
以

上
に
な
っ
た
が
︑
お
お
む
ね
物
流

業
界
に
好
意
的
だ
︒﹁
再
配
達
に

は
料
金
を
徴
収
す
れ
ば
よ
い
﹂
と

い
う
意
見
も
少
な
く
な
い
︒

　

こ
の
記
事
が
Ｕ
Ｐ
さ
れ
た
タ
イ

ミ
ン
グ
が
絶
妙
だ
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
︑
こ
の
間
︑
複
数

の
テ
レ
ビ
番
組
︑
複
数

の
ラ
ジ
オ
番
組
に
ラ
イ

ブ
や
収
録
で
出
る
こ
と

に
な
っ
た
︒
収
録
が
重

な
っ
た
た
め
に
出
演
を

断
念
し
た
テ
レ
ビ
局
も

あ
る
︒
ど
の
番
組
も
︑

宅
配
便
の
時
間
帯
指
定

見
直
し
や
運
賃
値
上
げ

に
対
し
て
︑
前
向
き
な
取
り
上

げ
方
を
し
て
い
る
︒
各
番
組
と

も
宅
配
便
会
社
に
好
意
的
な

ト
ー
ン
な
の
は
︑
テ
レ
ビ
や
ラ

ジ
オ
に
Ｃ
Ｍ
を
出
し
て
い
な
い

ネ
ッ
ト
通
販
会
社
が
主
な
対
象

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
一
因
だ

ろ
う
︒

　

求
め
ら
れ
た

コ
メ
ン
ト
は
︑

ほ
ぼ
次
の
よ
う

な
点
だ
︒
①
今

回
の
問
題
を

（
私
が
）
ど
の

よ
う
に
受
け
止

め
た
か
︑
②
時

間
帯
指
定
見

直
し
や
運
賃
値

上
げ
の
背
景
︑

③
ド
ラ
イ
バ
ー

不
足
と
労
働
の

実
態
︑
④
今
後

の
消
費
者
へ
の

影
響
お
よ
び
消

費
者
も
考
え
を

改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
︑

⑤
改
善
策
に
つ
い
て
︑
⑥
今
回

の
問
題
が
物
流
業
界
に
及
ぼ
す

影
響
︱
︱
な
ど
で
あ
る
︒

　

ま
ず
①
に
つ
い
て
は
︑
い
ず

れ
は
構
造
的
に
行
き
詰
ま
る
と

思
っ
て
い
た
の
で
︑
さ
ほ
ど
驚

か
な
い
と
答
え
た
︒
②
と
③
は
関

連
性
が
強
い
が
︑
現
状
や
仕
組
み

に
つ
い
て
説
明
し
た
︒
④
の
消
費

者
へ
の
影
響
で
は
︑
宅
配
便
に
限

ら
ず
日
本
の
物
流
は
オ
ー
バ
ー
ス

ペ
ッ
ク
で
︑
今
回
の
一
部
時
間
帯

に
お
け
る
指
定
の
見
直
し
や
運
賃

値
上
げ
は
︑
常
態
化
し
て
い
た
異

常
を
正
常
に
戻
そ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
物
流
に
限
ら
ず
︑
例
え

ば
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
そ

の
他
︑
現
在
私
た
ち
が
当
た
り
前

の
よ
う
に
享
受
し
て
い
る
サ
ー
ビ

ス
や
利
便
性
が
︑
本
当
に
必
要
な

も
の
な
の
か
︑
あ
る
い
は
過
剰
か

な
ど
︑
少
子
高
齢
化
が
進
む
今
後

の
日
本
の
在
り
方
と
合
わ
せ
て
考

え
る
キ
ッ
カ
ケ
に
す
れ
ば
良
い
︑

と
答
え
た
︒
⑤
の
改
善
策
で
は
︑

対
応
策
の
１
つ
と
し
て
宅
配
ロ
ッ

カ
ー
な
ど
を
説
明
し
た
︒

　

な
か
に
は
物
流
業
界
へ
の
影
響

を
問
う
Ｍ
Ｃ
も
い
た
の
で
︑
１
つ

は
運
賃
値
上
げ
の
機
運
が
高
ま
る
︑

も
う
１
つ
は
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働

条
件
改
善
へ
の
取
り
組
み
が
強
ま

る
︑
と
コ
メ
ン
ト
し
た
︒
そ
う
な

っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
も
込
め

て
で
あ
る
︒

　

日
本
の
物
流
は
異
常
が
常
態
化

し
て
い
る
︒
こ
れ
を
正
常
に
戻
す

千
載
一
遇
の
好
機
だ
︒

第
182
回

異常を正常に戻す千載一遇の好機

　

群
馬
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
青

年
部
会（
堀
越
泰
毅
部
会
長
）

で
は
︑
平
成
28
年
２
月
27
日

か
ら
ウ
ェ
ブ
上
で
﹁
ト
ラ
マ
ッ

プ
群
馬
﹂を
公
開
し
て
い
る
︒

　

こ
れ
は
︑
グ
ー
グ
ル
社
が

提
供
す
る
﹁
グ
ー
グ
ル
マ
ッ

プ
﹂
の
サ
ブ
サ
ー
ビ
ス
﹁
グ

ー
グ
ル
マ
イ
マ
ッ
プ
﹂
を
利

用
し
︑
群
馬
県
内
の
ト
ラ
ッ

ク
走
行
に
お
け
る
﹁
危
険
箇

所
﹂（
１
２
６
か
所
）・
ト
ラ

ッ
ク
が
停
車
で
き
る
﹁
休
憩

場
所
﹂（
19
か
所
）・
走
行
に

支
障
が
あ
る
﹁
高
さ
制
限
箇

所
﹂（
28
か
所
）
と
い
っ
た
情

報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

無
料
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹂
は
︑

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

か
ら
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒ア
ク
セ
ス
す
る
と
︑

地
図
の
中
に
３
種
類
の
ピ
ン

が
た
く
さ
ん
立
て
ら
れ
た
画

面
が
表
示
さ
れ
る
︵
写
真

①
︶︒
こ
の
ピ
ン
が
︑
色
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
﹁
危
険
箇
所

（
赤
）﹂﹁
休
憩
場
所
（
緑
）﹂

﹁
高
さ
制
限
箇
所
（
青
）﹂

を
示
し
て
い
る
︒
地
図
上
の

　

群
馬
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
武
井
宏
会
長
）
で
は
24
年

か
ら
27
年
に
か
け
て
︑
同
県

ト
協
の
事
業
と
し
て
︑
会
員

事
業
者
を
対
象
に
ド
ラ
イ
ブ

レ
コ
ー
ダ
の
無
償
配
布
を
行

っ
て
き
た
︒
無
償
配
布
さ
れ

た
ド
ラ
レ
コ
は
９
７
２
９
台
に

ピ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
各

地
点
の
詳
細
情
報
画
面
︵
写

真
②
︶
に
切
り
替
わ
り
︑
そ

の
地
点
で
の
様
子
が
画
像
で

表
示
さ
れ
る
ほ
か
︑
ド
ラ
イ

バ
ー
が
気
を
付
け
る
べ
き
ポ

イ
ン
ト
な
ど
が
詳
し
く
記
さ

れ
て
い
る
︒

　
﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹂
か
ら

様
々
な
情
報
を
手
に
入
れ
る

こ
と
で
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
は
気

持
ち
に
余
裕
の
あ
る
走
行
が

で
き
る
︒
ま
た
︑
危
険
箇
所

や
高
さ
制
限
箇
所
と
い
っ
た

事
故
に
繋
が
り
か
ね
な
い
要

注
意
地
点
を
走
行
前
に
把
握

し
て
お
く
こ
と
で
︑
運
行
中

の
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
と
い

っ
た
効
果
が
期
待
さ
れ
る
︒

及
び
︑
助
成
金
活
用
に
よ
る

導
入
な
ど
を
加
え
る
と
︑
会

員
事
業
者
が
所
有
す
る
ト
ラ

ッ
ク
の
お
よ
そ
６
割
に
ド
ラ

レ
コ
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
︒

　

こ
の
よ
う
な
県
内
運
送
事

業
者
に
お
け
る
ド
ラ
レ
コ
の

普
及
を
背
景
に
︑
26
年
春
に

同
青
年
部
会
の
中
で
﹁
ド
ラ

レ
コ
で
取
得
し
た
デ
ー
タ
を

何
か
に
活
用
で
き
な
い
か
﹂

と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
持
ち
上

が
っ
た
︒
検
討
の
結
果
︑
各

事
業
者
に
蓄
積
さ
れ
た
危
険

箇
所
情
報
を
収
集
し
︑
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
す
る

こ
と
で
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
の
危

険
に
対
す
る
認
識
を
向
上
さ

せ
る
と
と
も
に
︑
事
故
件
数

の
減
少
に
繋
げ
た
い
と
の
思

い
か
ら
︑﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹂

の
制
作
に
動
き
出
し
た
と
い

う
︒
ま
た
︑﹁
道
の
駅
﹂
等

の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
情
報
を
提

供
す
る
こ
と
で
︑
近
く
の
休

憩
ス
ペ
ー
ス
が
満
車
の
際
に

も
近
隣
駐
車
ス
ペ
ー
ス
へ
の

誘
導
が
可
能
と
な
る
︒
そ
の

た
め
︑
違
法
な
連
続
運
転
の

抑
止
に
も
貢
献
し
た
い
と
い

う
考
え
か
ら
︑
県
内
の
休
憩

場
所
情
報
に
つ
い
て
も
収
集

し
︑﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹂
で

提
供
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ

た
︒

　
﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹂
制
作

に
際
し
て
は
︑﹁
限
ら
れ
た

費
用
の
中
で
︑
い
か
に
多
く

の
事
業
者
に
利
用
し
て
も
ら

え
る
よ
う
な
サ
イ
ト
を
作
る

か
﹂が
大
き
な
カ
ギ
と
な
っ
た
︒

﹁
グ
ー
グ
ル
マ
イ
マ
ッ
プ
﹂
で

は
︑
地
図
の
作
成
や
一
般
へ

の
公
開
な
ど
と
い
っ
た
基
本

サ
ー
ビ
ス
が
無
償
で
提
供
さ

れ
る
︒
ま
た
︑
知
名
度
が
高

く
︑
安
心
し
て
利
用
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
ほ
か
︑
利

用
に
際
し
て
は
特
別
な
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
せ

ず
︑
通
常
の
ウ
ェ
ブ
ブ
ラ
ウ

ザ
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能

だ
︒
こ
う
し
た
利
点
を
考
慮

し
て
︑﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹂

制
作
に
は
﹁
グ
ー
グ
ル
マ
イ

マ
ッ
プ
﹂
を
利
用
し
て
い
る
︒

　

掲
載
し
て
い
る
危
険
箇
所

情
報
は
︑
群
馬
県
内
の
み
の

情
報
と
し
て
い
る
︒﹁
よ
く
知

っ
て
い
る
地
元
の
道
路
に
つ
い

て
情
報
提
供
し
て
も
ら
い
︑

群
馬
に
特
化
し
た
情
報
を
提

供
し
て
い
く
﹂
と
い
う
方
向

性
を
打
ち
出
し
︑
県
内
の
青

年
部
会
員
に
情
報
提
供
を
依

頼
︒
県
内
14
支
部
で
そ
れ
ぞ

れ
情
報
を
取
り
ま
と
め
︑
青

年
部
会
広
報
委
員
会
が
中
心

と
な
っ
て
精
査
・
集
約
し
て

い
っ
た
︒
地
元
の
道
路
を
よ

く
知
る
各
支
部
の
会
員
に
地

点
情
報
を
執
筆
し
て
も
ら
う

　
﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹂
の
公

開
が
始
ま
っ
て
１
年
が
過
ぎ
︑

利
用
者
は
増
加
傾
向
で
推
移

し
て
い
る
と
い
う
︒
特
に
︑

顕
彰
受
賞
が
き
っ
か
け
と
な

り
︑
最
近
で
は
ア
ク
セ
ス
数

が
目
に
見
え
て
増
加
し
て
い

る
そ
う
だ
︒

　

危
険
箇
所
な
ど
が
そ
の
場

所
の
写
真
や
詳
細
な
解
説
と

と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
﹁
ト

ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹂
を
ド
ラ
イ

バ
ー
に
見
せ
る
こ
と
で
︑
運

転
上
で
の
要
注
意
地
点
を
認

識
で
き
る
と
と
も
に
︑
安
全

こ
と
で
︑
初
め
て
そ
の
場
所

を
走
行
す
る
土
地
勘
の
な
い

ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
も
分

か
り
や
す
い
情
報
の
提
供
が

可
能
と
な
っ
た
︒

運
行
へ
の
意
識
も
高
ま
っ
て
い

る
と
い
う
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
同
青
年
部
会

で
は
︑
群
馬
県
内
の
事
業
所

の
運
行
管
理
者
や
ド
ラ
イ
バ

ー
だ
け
で
な
く
︑
他
都
道
府

県
か
ら
群
馬
県
に
や
っ
て
く

る
事
業
所
の
運
行
管
理
者
や

ド
ラ
イ
バ
ー
に
こ
そ
︑
こ
の

﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹂
を
閲

覧
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
強

調
し
て
い
る
︒

　
﹁
群
馬
県
に
は
他
都
道
府

県
か
ら
多
く
の
ト
ラ
ッ
ク
が

や
っ
て
き
ま
す
が
︑
他
都
道

府
県
の
ド
ラ
イ
バ
ー
の
中
に

は
群
馬
県
の
道
路
事
情
に
詳

し
く
な
い
方
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
︒
群
馬
の
道
路
を
走

る
運
送
事
業
者
の
皆
さ
ん
に

は
︑ぜ
ひ﹃
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹄

で
危
険
箇
所
な
ど
要
注
意
地

点
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
︑

群
馬
で
の
安
全
走
行
を
お
願

い
し
た
い
で
す
﹂（
堀
越
部

会
長
）

　

一
方
で
︑
群
馬
県
に
拠
点

を
構
え
る
事
業
者
が
他
都
道

府
県
へ
の
運
行
を
行
う
際
に

有
用
と
な
る
よ
う
な
サ
イ
ト

の
登
場
に
も
期
待
し
て
い
る

と
い
う
︒

　
﹁
群
馬
県
の
運
送
事
業
者

は
︑
首
都
圏
を
は
じ
め
様
々

な
場
所
に
ト
ラ
ッ
ク
を
走
ら

せ
て
い
ま
す
︒
私
た
ち
は
︑

こ
れ
ま
で
も
関
東
ト
ラ
ッ
ク

協
会
青
年
部
会
な
ど
に
対
し
︑

﹃
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
﹄
の
よ

う
な
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
を
提

案
し
て
き
ま
し
た
︒一
方
で
︑

今
回
の
顕
彰
受
賞
を
機
に
︑

他
都
道
府
県
の
青
年
部
会
か

ら
も
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
自

分
た
ち
の
エ
リ
ア
の
情
報
を

他
の
エ
リ
ア
の
ド
ラ
イ
バ
ー

に
も
活
用
し
て
も
ら
う
こ
と

で
︑
当
地
に
お
け
る
事
故
の

抑
制
に
も
繋
が
り
ま
す
︒
群

馬
県
以
外
の
地
域
の
皆
様
に

も
︑
こ
う
し
た
取
り
組
み
が

拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
﹂（
同
）

　

な
お
︑同
青
年
部
会
で
は
︑

今
後
他
エ
リ
ア
で
の
実
施
の

働
き
か
け
を
進
め
る
と
と
も

に
︑
群
馬
県
内
の
事
業
者
を

対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
通
じ
︑﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ
群

馬
﹂
へ
の
ニ
ー
ズ
を
拾
い
上

げ
︑
改
良
を
加
え
て
い
き
た

い
と
し
て
い
る
︒

　
﹁
現
在
は
危
険
箇
所
・
休

憩
場
所
・
高
さ
制
限
の
３
つ

の
ジ
ャ
ン
ル
で
情
報
提
供
を

行
っ
て
い
ま
す
が
︑
利
用
者

の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑

こ
れ
を
さ
ら
に
増
や
し
て
い

く
こ
と
も
可
能
で
す
︒﹃
ト
ラ
﹄

ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
に
役
立
つ

﹃
マ
ッ
プ
﹄
と
し
て
︑﹃
ト
ラ

マ
ッ
プ
群
馬
﹄
を
さ
ら
に
進

化
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
﹂（
滝
澤
将
司
幹
事
）

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
場
合
は
左
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
Ｐ

Ｃ
の
場
合
は
群
馬
県
ト
協

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
下

の
バ
ナ
ー
を
ク
リ
ッ
ク
し

て
く
だ
さ
い
。

ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
ア
ク
セ
ス
方
法

①

②

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
︑
都
道

府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
青
年
組
織
に
所

属
す
る
経
営
者
等
を
対
象
と
し
た
﹁
青

年
経
営
者
等
に
よ
る
先
進
的
な
事
業
取

組
に
対
す
る
顕
彰
﹂
を
実
施
し
て
い
る
︒

平
成
28
年
度
は
金
賞
に
東
京
都
ト
ラ
ッ

ク
協
会
足
立
支
部
青
年
部
が
︑
ま
た
銀

賞
に
は
群
馬
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
青
年
部

が
選
ば
れ
た
︒

　

こ
こ
で
は
︑
銀
賞
を
受
賞
し
た
群
馬

県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
青
年
部
会
（
堀
越
泰

毅
部
会
長
）
に
よ
る
︑
危
険
箇
所
・
休

憩
場
所
等
情
報
提
供
事
業
﹁
ト
ラ
マ
ッ
プ

群
馬
﹂
に
関
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

紹
介
す
る
︒

　
（
な
お
︑
金
賞
を
受
賞
し
た
東
京
都
ト

ラ
ッ
ク
協
会
足
立
支
部
青
年
部
﹁
足
立

式
ド
ラ
イ
バ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
﹂
に
つ
い
て

は
︑﹃
広
報
と
ら
っ
く
﹄
平
成
27
年
1
月

20
日
号
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
）

全ト協
青年部会

平成28年度
顕彰事例紹介

創
意
工
夫
あ
る
先
進
的
取
り
組
み
が

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
未
来
を
創
る

銀 

賞

群
馬
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
青
年
部
会
「
ト
ラ
マ
ッ
プ
群
馬
」

危
険
箇
所
・
休
憩
場
所
等
の
情
報
提
供
を
通
じ

安
全
運
行
に
繋
げ
る

県
内
の
危
険
箇
所
等
の
情
報
を
無
料
で
提
供

パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ホ
か
ら
閲
覧
可
能

「
群
馬
に
特
化
し
た
情
報
を
」

地
元
の
道
路
を
熟
知
し
た
青
年
部
会
員
が
情
報
収
集

群
馬
を
走
る
な
ら
「
ト
ラ
マ
ッ
プ
」
閲
覧
を

他
エ
リ
ア
で
の
情
報
発
信
を
働
き
か
け
へ

堀越泰毅
部会長

滝澤将司
幹事
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フ
ラ
イ
が
絶
品
、伊
勢
え
び

　

伊
勢
え
び
の
人
気
は
︑
勢

い
よ
く
跳
ね
る
姿
が
鎧よ

ろ
い

に
身

を
固
め
た
雄
姿
に
そ
っ
く
り

だ
と
︑
武
家
が
も
て
は
や
し

た
の
が
始
ま
り
︒
別
説
で
は
︑

殻
の
朱
色
が
魔
除
け
︑
下
半

身
が
曲
が
っ
た
姿
は
長
寿
を

象
徴
す
る
と
い
う
︒

　

伊
勢
え
び
は
十
脚
目
イ
セ

エ
ビ
科
に
属
し
︑
確
か
に
脚

は
５
対
10
本
だ
が
︑
髭ひ

げ

に
あ

た
る
触
覚
な
ど
を
入
れ
る
と

13
対
26
本
と
か
︒
そ
れ
だ
け

に
︑
き
れ
い
に
脚
も
髭
も
す

べ
て
そ
ろ
っ
て
い
な
け
れ
ば

価
値
が
半
減
し
て
し
ま
う
︒

伊
勢
え
び
様
の
唯
一
の
泣
き

ど
こ
ろ
で
あ
る
︒

　

伊
勢
え
び
は
千
葉
県
で
も

よ
く
獲
れ
る
が
︑
本
場
と
い

わ
れ
る
の
は
伊
勢
志
摩
︒
そ

の
う
ち
で
も
横
綱
級
の
産
地

び
を
外
し
︑
す
ぐ
さ
ま
︑
せ

り
に
か
け
る
の
が
手
順
︒

　

朝
の
和
具
の
岸
壁
は
え
び

漁
船
の
出
迎
え
で
大
賑
わ

い
︒
潮
が
し
た
た
る
網
を
夫

や
息
子
が
手
渡
し
︑﹁
あ
い

よ
っ
！
﹂
の
呼
吸
で
妻
や
娘

が
受
け
取
っ
て
︑
リ
ア
カ
ー

で
走
り
去
る
︒

　

そ
の
後
は
大
急
ぎ
で
え
び

を
網
か
ら
外
す
の
だ
が
︑
そ

達
で
︑
活
け
造
り
︑
鬼
殻
焼

き
な
ど
伊
勢
え
び
づ
く
し
の

コ
ー
ス
が
お
す
す
め
だ
が
︑

な
か
で
も
丸
ご
と
の
フ
ラ
イ

は
味
も
姿
も
海
の
豊
饒
そ
の

も
の
︒
え
び
フ
ラ
イ
の
王
様

は
伊
勢
え
び
な
の
だ
︒
お
伊

勢
参
り
と
伊
勢
え
び
│
│
ど

ち
ら
も
伊
勢
の
旅
に
は
欠
か

せ
な
い
︒（
つ
づ
く
）

 
 

（
む
か
さ
・
ち
え
こ
）

は
︑
志
摩
市
志
摩
町
和わ

ぐ具
︒

サ
ミ
ッ
ト
の
行
わ
れ
た
賢
島

と
は
連
絡
船
で
結
ば
れ
て
い

る
が
︑
伊
勢
志
摩
エ
リ
ア
の

南
端
に
位
置
す
る
た
め
︑
車

な
ら
伊
勢
中
心
部
か
ら
ゆ
う

に
１
時
間
半
は
か
か
る
︒

　

伊
勢
え
び
は
刺
し
網
漁

で
︑
前
日
夕
方
に
沖
合
に
入

れ
た
網
を
翌
朝
引
き
上
げ
︑

陸
に
戻
っ
た
ら
︑
網
か
ら
え

の
手
際
が
見
事
︒
網
の
目
に

小
型
の
鉤か

ぎ

を
引
っ
か
け
な
が

ら
︑
脚
が
も
げ
な
い
よ
う
注

意
深
く
︑
し
か
も
素
早
く
取

り
出
し
て
い
く
︒
一
つ
の
網
に

つ
き
平
均
４
人
が
か
り
で
︑

ど
の
組
も
老
若
男
女
が
入
り

混
じ
っ
て
和
気
あ
い
あ
い
だ
︒

　

さ
あ
︑
い
た
だ
こ
う
︒
宇

治
山
田
駅
前
の
割
烹﹁
大だ

い

き喜
﹂

は
宮
内
庁
・
神
宮
司
庁
御
用

❶ ×（法第40条第2項）交差点やその付近で
緊急自動車が近づいてきたときには、交差点
を避けて道路の左側に寄り、一時停止しなけ
ればならないが、交差点やその付近以外の場
所では、道を譲るために道路の左側に寄るこ
とは義務づけられているが、一時停止までは
義務づけられていない。
❷ ○（交通の教則第6章第1節踏切1-⑷）前
の車に続いて通過するときでも、一時停止を
し、安全を確かめなければならない。 
❸ ○（法第38条第2項）車両等は、横断歩道
等又はその手前の直前で停止している車両
等がある場合において、当該停止している車

両等の側方を通過してその前方に出ようとす
るときは、その前方に出る前に一時停止しな
ければならない。
❹ ○（法第17条の2）車両は、歩道等に入る
直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨
げないようにしなければならないと定めてあ
り、歩行者がいない場合には一時停止する必
要はないという但書等はないので、歩行者が
いない場合でも一時停止する必要がある。
❺ ×（施行令第2条第1項）赤色の点滅信号
の場合、車両は一時停止しなければならない
が、歩行者は他の交通に注意して進行するこ
とができる。

の
地
元
の
地
域
社
会
に
対
し

て
︑
自
社
の
存
在
を
ア
ピ
ー

ル
し
︑
正
し
い
イ
メ
ー
ジ
を

も
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き

ま
す
︒

① 

生
徒
と
の
信
頼
関
係
構
築

　

受
入
生
徒
と
の
信
頼
関
係

の
形
成
が
何
よ
り
重
要
で

す
︒
仮
に
信
頼
関
係
を
崩
す

と
︑
そ
の
評
判
は
学
校
︑
保

護
者
に
伝
達
さ
れ
︑
次
回
の

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
施
の

障
害
と
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
︒

②
安
全
管
理
措
置
の
徹
底

　

事
業
者
に
お
い
て
︑
生
徒

を
車
に
同
乗
さ
せ
る
場
合
︑

作
業
を
行
う
場
合
な
ど
︑
安

全
に
実
施
で
き
る
よ
う
リ
ス

ク
が
小
さ
い
も
の
を
選
定
し

ま
す
︒
受
入
生
徒
に
﹁
絶
対

に
事
故
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
﹂
と
い
う
強
い
覚
悟
で
︑

徹
底
し
た
安
全
管
理
措
置
を

講
じ
て
く
だ
さ
い
︒

③ 

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
成
果

を
明
確
に
す
る

　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
︑

受
入
生
徒
に
何
を
得
て
学
校

に
戻
っ
て
も
ら
う
か
︑
明
確

に
意
識
し
て
く
だ
さ
い
︒
体

験
等
を
通
じ
て
明
確
に
何
を

得
て
も
ら
い
た
い
か
︑
意
識

を
し
て
進
め
て
く
だ
さ
い
︒

④
体
験
を
重
視

　

業
務
内
容
の
説
明
だ
け
で

は
不
十
分
で
す
︒
実
際
の
体

験
を
重
視
し
て
く
だ
さ
い
︒

短
い
体
験
時
間
︑
長
い
説
明

時
間
で
は
受
入
生
徒
の
満
足

度
が
低
下
す
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
︒
十
分
な
体
験
時
間
を

確
保
し
︑
体
験
を
通
じ
て
学

ん
で
も
ら
う
と
い
う
姿
勢
で

取
り
組
み
ま
す
︒

⑤
体
験
内
容
を
記
録
さ
せ
る

　

体
験
内
容
︑学
ん
だ
こ
と
︑

感
想
を
毎
日
記
録
さ
せ
ま

す
︒
受
入
生
徒
と
毎
日
質
疑

応
答
︑
意
見
交
換
を
行
い
︑

事
業
者
側
も
そ
の
日
の
受
入

生
徒
の
体
験
内
容
を
記
録
し

ま
す
︒

⑥
受
入
生
徒
の
評
価

　

事
業
者
側
で
は
︑
あ
ら
か

じ
め
評
価
者
︑
評
価
基
準
︑

評
価
内
容
等
を
確
認
の
上
︑

就
業
指
導
結
果
の
評
価
を
取

り
ま
と
め
ま
す
︒

　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
︑

就
職
や
仕
事
へ
の
理
解
や

関
心
を
高
め
る
た
め
︑﹁
生

徒
が
事
業
所
な
ど
の
職
場

で
働
く
こ
と
を
通
じ
て
︑

職
業
や
仕
事
の
実
際
に
つ

い
て
体
験
し
た
り
︑
働
く

人
々
と
接
す
る
こ
と
﹂
で

す
︒
地
域
の
協
力
を
得
て
︑

産
業
の
現
場
な
ど
（
事
業

所
な
ど
）で
行
わ
れ
ま
す
︒

正
規
の
学
校
教
育
活
動
で

あ
り
︑
生
徒
に
と
っ
て
は

将
来
の
生
き
方
や
進
路
を

考
え
る
上
で
有
意
義
な
も

の
で
す
︒

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
で
は
︑
将
来
を
担

う
若
手
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
︑
効
果

的
に
新
卒
者
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
︒﹁
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
﹂
で
早
期
か
ら

学
生
を
物
流
現
場
に
受
け
入
れ
︑
当
業
界

へ
の
理
解
促
進
お
よ
び
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を

図
る
こ
と
で
︑
将
来
的
な
人
材
確
保
対
策

に
繋
が
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
︒

　

こ
の
た
め
︑
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
に
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
受
入
事
業
者
の
サ
イ
ト
を
設
け
︑

受
け
入
れ
可
能
な
事
業
者
の
登
録
と
教
育

機
関
が
事
業
者
情
報
の
検
索
を
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
︒
こ
こ
で
は
︑
全
ト
協

が
ま
と
め
た
﹁
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
に

お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
施
に
向
け
た

取
組
み
ポ
イ
ン
ト
﹂
を
も
と
に
︑
イ
ン
タ

ー
ン
シ
ッ
プ
実
施
に
向
け
て
ど
う
取
り
組
め

ば
い
い
の
か
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
︒

　

な
お
︑
同
取
り
組
み
ポ
イ
ン
ト
は
全
ト

協
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

［
生
徒
］

　

実
際
の
業
務
︑
現
場
で
の

仕
事
の
体
験
を
通
し
て
︑
自

分
が
就
業
す
る
具
体
的
な
職

業
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な

り
ま
す
︒

［
学
校
の
教
職
員
］

　

生
徒
に
対
す
る
事
前
指

導
︑
事
後
指
導
︑
事
業
者
と

の
打
ち
合
わ
せ
等
の
経
験
を

通
し
て
︑
生
徒
に
対
す
る
職

業
関
連
の
指
導
ノ
ウ
ハ
ウ
の

向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま

す
︒

［
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
］

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
で

は
︑
新
卒
人
材
を
効
率
的
に

確
保
す
る
だ
け
で
な
く
︑
業

界
・
会
社
へ
の
正
し
い
理
解

を
促
し
︑
業
界
の
底
上
げ
を

図
り
ま
す
︒

［
生
徒
の
保
護
者
］

　

保
護
者
は
イ
ン
タ
ー
ン
シ

ッ
プ
を
通
し
て
︑
事
業
者
の

評
判
を
聞
き
︑
子
ど
も
の
就

職
先
に
つ
い
て
も
一
緒
に
考
え

て
い
き
ま
す
︒

［
地
域
社
会
］

　

運
送
会
社
が
所
在
す
る
地

域
に
も
︑
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
の
実
施
に
よ
り
知
名
度
が

向
上
し
︑
中
途
採
用
者
の
応

募
の
増
加
に
繋
が
る
可
能
性

が
高
ま
り
ま
す
︒

◇

　

①
高
校
の
教
職
員
︑生
徒
︑

保
護
者
等
に
よ
り
正
し
く
ト

ラ
ッ
ク
運
送
業
界
︑
運
送
事

業
者
の
実
態
を
理
解
し
て
も

ら
う
こ
と
に
役
立
ち
ま
す
︒

　

②
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者

4 

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
施
中
の
ポ
イ
ン
ト

1 

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
は
何
か
？

3 

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
施
の
流
れ

︵
図
２
・
図
３
参
照
︶

2 

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
行
う
と

ど
ん
な
効
果
が
あ
る
か
︵
図
１
参
照
︶

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
け
入
れ
を
始
め
ま
せ
ん
か
？

新
卒
者
へ
の
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
理
解
促
進
・
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
た
め
に

図２　インターンシップ実施の流れ①

学校に対する申し込みまで

インターンシップ実施の準備

インターンシップ実施期間

インターンシップ実施前

インターンシップ実施後

・インターンシップ受け入れの検討
・高校、専門学校等にインターンシップ実施の有無の確認
・インターンシップ実施の学校を訪問し、詳細を確認し、
受け入れに必要な受入承諾書等の書面を提出します

・学校より、生徒名簿の提出を受けます
・事業者はインターンシップのスケジュール、プログラムの作成、
受入部署・担当者を決定し、インターンシップに関する計画書を
学校に提出します

・事務所に対して、受入生徒、担当教員等の事前訪問を受けるため、
日程調整、打ち合わせ内容等を検討します

・事業者はインターンシップにおいて、就業指導、評価を実施します
（学校側では教育等の巡回指導があります）

・事業者は学校側からの「評価表、アンケート票」に記入します
・事業者および学校の担当者はインターンシップの報告会・反省会を
実施します

図３　インターンシップ実施の流れ②

学校からの
依頼の有無

学校と日程調整

受入概要整理

受入人数

社内の受入体制

指導プログラム

従業員への説明

担当教職員・
生徒との打ち合わせ

インターンシップを実施するために、以下のポイントを検討し、
全体像を整理します。

・学校からの依頼があるかどうか。依頼がない場合、
学校に対してインターンシップ実施に向けた
申し入れを実施。

・早期に、学校側とインターンシップ実施時期を
調整。

・インターンシップの受け入れにあたり、受入人数、
社内体制、指導プログラム、加入保険等について
詳細に検討。

・年間実施回数、受入期間、指導内容等を踏まえ、
開催ごと、受入可能人数を検討（職種、性別、学校
種別等を考慮）。

・受け入れに当たって、担当部署、受入責任者、連絡
担当者、指導担当者等を検討。

・職種別に、指導内容の時間配分、学習事項、体験
内容等について整理。指導プログラムはきわめて
重要なポイント。

・インターンシップに関与しない従業員に対しても、
生徒が事業所に来ることを周知、注意事項を徹底。

・仮に女子生徒が来る場合、セクハラ関連の対応を
従業員に徹底（長期的に学校の教職員との信頼関
係を形成）。

・実施にあたり、詳細について担当教職員、生徒と
打ち合わせを実施。あらかじめイメージをもつこと
で不安が解消されます。

図１　インターンシップを行うとどんな効果があるか

インターンシップの効果 ポイント

地元の高校等の「教職員」

との信頼関係を醸成

「生徒」に対する業界、

自社の実態の理解を促進

生徒の「保護者」における

理解促進、自社アピール

地元地域への貢献による

企業イメージの向上

自社の従業員の

レベルアップ

定期的に新卒者を採用するためには

教職員との信頼関係がきわめて重要

生徒に運送業に興味を持たせ、

自社で「勤務してみたい」を形成

運送会社に就職するには、保護者を

応援団にすることがきわめて重要 

地域貢献する運送会社に対する企業

イメージは良好で、応募者増加に直結

従業員が生徒に対して指導 ･レクチャー

することで、従業員自身がレベルアップ

①

②

③

④

⑤
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お試し無料モニター受付中！ 30日間

クラウド型運行管理システム

▼
こ
の
季

節
︑
白
菜
の

漬
物
は
欠
か

せ
ま
せ
ん
︒

主
菜
の
添
え
物
と
し
て
地
味
な
存
在
な

が
ら
も
︑
ご
飯
を
よ
り
一
層
美
味
し
く

引
き
立
て
る
逸
品
で
す
︒
▼
新
宿
の
裏

通
り
に
あ
る
ト
ン
カ
ツ
屋
さ
ん
は
︑
女

手
一
つ
で
︑
も
う
50
年
も
頑
張
っ
て
い

ま
す
︒
ラ
ン
チ
の
ト
ン
カ
ツ
定
食
は
千

円
ち
ょ
う
ど
︒
厚
め
の
ロ
ー
ス
カ
ツ
に

キ
ャ
ベ
ツ
が
山
盛
り
で
︑
ご
飯
に
白
菜

の
漬
物
と
具
沢
山
の
豚
汁
︒
い
や
が
上

に
も
食
欲
を
誘
い
ま
す
︒
▼
女
将
さ
ん

は
︑
御
歳
73
歳
︒
肌
艶
よ
く
︑
ひ
と
回

り
も
若
く
見
え
ま
す
︒
聞
け
ば
︑
周
り

の
お
店
の
ほ
と
ん
ど
は
︑
店
舗
が
幾
度

と
な
く
入
れ
替
わ
る
状
態
で
︑
一
昔
前

と
比
べ
て
す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
た
と

の
こ
と
で
す
︒
安
定
し
た
味
︑
地
味
な

お
店
な
が
ら
︑
何
度
も
通
い
た
く
な
る

味
︒
ミ
シ
ュ
ラ
ン
に
例
え
れ
ば
︑
星
１

つ
も
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
私
的
に
は
星
３

つ
で
す
！
▼
こ
の
ほ
か
に
も
︑
馴
染
み

の
居
酒
屋
の
ご
主
人
が
漬
け
る
白
菜
の

漬
物
も
絶
品
で
︑
お
店
に
立
ち
寄
る
度

に
適
度
な
量
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
︒

何
故
こ
ん
な
に
漬
物
が
好
き
か
と
言
う

と
︑
亡
母
が
納
屋
に
漬
物
罇
を
置
い

て
︑
食
卓
に
は
欠
か
さ
ず
季
節
ご
と
の

漬
物
を
出
し
て
い
た
か
ら
で
す
︒
ス
ー

パ
ー
で
購
入
し
た
漬
物
が
不
味
い
と
い

う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
精
根
込
め

た
家
庭
の
味
に
は
か
な
い
ま
せ
ん
︒
▼

こ
ん
な
ド
ラ
マ
が
あ
り
ま
し
た
︒
頑
固

な
姑
が
糠
床
を
誰
に
も
触
れ
さ
せ
な

い
︒
そ
の
姑
は
孫
の
許
嫁
が
自
宅
に
来

る
と
︑
せ
っ
せ
と
自
慢
の
漬
物
を
出
し

て
く
る
︒
許
嫁
は
す
っ
か
り
姑
に
胃
袋

を
魅
了
さ
れ
︑
話
は
ト
ン
ト
ン
拍
子
に

ま
と
ま
り
華
燭
の
典
を
迎
え
る
︒
そ
し

て
︑
姑
が
病
で
床
に
伏
せ
る
と
︑
心
配

な
の
は
糠
床
︒
姑
は
真
夜
中
に
糠
を
掻

き
ま
ぜ
に
行
く
も
︑
力
尽
き
て
倒
れ
て

し
ま
う
︒
一
生
懸
命
に
生
き
抜
い
た
姑

と
糠
床
は
命
を
共
に
す
る
の
で
す
︒
▼

私
の
亡
母
も
同
様
に
︑
糠
床
を
そ
れ
は

そ
れ
は
大
事
に
し
て
い
ま
し
た
︒﹁
美

味
し
い
漬
物
で
す
ね
！
﹂
と
︑
言
わ
れ

る
こ
と
が
嬉
し
く
て
︑
せ
っ
せ
と
漬
物

作
り
に
精
を
出
し
て
い
ま
し
た
︒
特
に

白
菜
の
漬
物
は
他
に
お
か
ず
要
ら
ず

で
︑
ご
飯
が
よ
く
進
み
ま
し
た
︒
▼
２

月
︑
恒
例
の
よ
う
に
茨
城
か
ら
母
の
実

父
が
上
京
す
る
と
︑
食
卓
に
刺
身
と
漬

物
は
必
須
で
し
た
︒
そ
の
刺
身
を
求
め

る
の
は
︑
住
宅
街
の
奥
ま
っ
た
場
所
に

居
を
構
え
︑私
の
自
宅
に
近
か
っ
た
﹁
魚

宇
﹂︒
こ
の
ご
主
人
は
︑
大
八
車
で
都

内
足
立
区
に
あ
る
千
住
大
橋
の
市
場

に
︑
毎
日
新
鮮
な
魚
を
求
め
に
行
っ
て

い
ま
し
た
︒
後
で
仄
聞
し
た
の
で
す

が
︑
ご
主
人
は
︑
板
前
の
見
習
い
当
時

に
︑
そ
の
料
亭
の
跡
取
り
娘
と
手
に
手

を
取
っ
て
着
の
身
着
の
ま
ま
駆
け
落
ち

し
た
そ
う
で
す
︒
味
は
確
か
で
︑ま
た
︑

見
事
な
盛
り
付
け
で
し
た
︒
▼
回
想
す

れ
ば
︑
そ
こ
に
は
﹃
昭
和
﹄
の
味
付
け

が
な
さ
れ
た﹃
人
情
﹄が
あ
り
ま
し
た
︒

私
の
前
を
通
り
過
ぎ
た
愛
す
べ
き
人
達

は
︑
皆
鬼
籍
に
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
︑
私
の
脳
裏
に
は
︑
今
で
も
鮮
や
か

な
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
！
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ドライバーの求人・採用にあたって
注意することは？ 

　今後のトラックドライバーの採用にあたっては、基本的な運転免許の資格要件と
して、「準中型免許以上」とする必要があるでしょう。また、「5トン限定準中型免許

（従前の普通免許）」についても、運転できる車両が限られるため、採用前後において
所要の方法で限定解除することが望まれます。
　このため、採用面接時においては、必要とする免許について応募者に正確に伝え、
保有また保有を予定する免許の種類を明確にしておく必要があります。

国土交通省と全日本トラック協会との
連携による総合安全対策とは
どのようなものでしょうか

　有識者検討会のなかで、新たな免許が18歳以上で運転経験を問わずに取得できる
ことから、更なる安全対策の充実を図り、事故抑制に繋がるソフト・ハードの両面か
ら、関係者が連携して総合安全対策を講じていくことが求められました。 
　このため、国土交通省と全日本トラック協会の連名による総合安全対策が打ち出
され、交通事故実態を踏まえた機動的な対策として、都道府県単位の死亡事故発生
率削減の目標を定めたほか、被害軽減ブレーキの装備拡大、デジタコやドラレコの
普及拡大などのハード対策が打ち立てられました。
　また、初任運転者等に対する教育を充実させるため、初任運転者への指導時間を
これまでの「6時間以上」から「35時間以上」とすることなどを盛り込んだ「貨物自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（平成13
年国土交通省告示第1366号）が改正されたほか、さまざまな教育ツールの開発など
も実施されることになりました。

欧米の職業ドライバーには、
自動車運転免許のほかに
資格が必要だとききますが？ 

　EUでは、トラックドライバーとして働くために、自動車運転免許に加えて職業運
転者証明（CPC）が必要です。アメリカでも、自動車運転免許のほかに、車両重量に
応じた商業用自動車運転免許（CDL）が必要です。 いずれも、プロドライバーとして
の高い技能や知識が求められています。

詳しくは、全日本トラック協会 交通・環境部、または所属の都道府県トラック協会へお問い合わせください。

平成29年3月発行(改訂)

　平成29年３月12日に「道路交通法の一部を改正する法律」
が施行され「準中型免許」が新設されました。新たな「準中型免
許」は、若い人がトラックドライバーの仕事に従事しやすい
ように新設された免許で、普通免許の保有を前提とせず、18
歳で取得することができます。
　新たな準中型免許によって、トラック運送業界への若い人
の就業間口が大きく広がり、高校新卒者をはじめとして若年
ドライバーの積極採用に大きな期待がかかっています。

初任運転者教育指導記録簿

指導修了確認欄　　　　　 年　　 月　　 日

＜安全運転の実技の添乗指導に際しての注意事項＞
　（1）高速道路、坂道、隘路、及び市街地等実際に運行する可能性のある経路において、道路、交通、時間帯及び

天候を踏まえて指導すること。
　（2）指導を 20 時間以上実施しても、安全な運転を行えると判断できない場合は、安全を確認できるまで継続して

指導を行うこと。

普通（現行）・5トン限定準中型・準中型・8トン限定中型・中型・大型・けん引・（　　　　）

フォークリフト技能講習修了・玉掛け・はい作業・小型移動式クレーン・（　　　　 ）

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日　　（　　　歳）

基礎的免許： 普通 ・ 準中型 ：　　　　　　年　　　月　　　日

最上位免許：（　　　　　　　）：　　　　　　年　　　月　　　日

（1）座学指導・実車指導 時間　　　分 ← 様式１の合計

（2）外部研修施設で受講した座学講習 時間　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　 合　計 時間　　　分（15 時間以上）

（1）安全運転の実技の添乗指導 時間　　　分 ← 様式２の累計

（2）外部研修施設（自動車教習所等）での実習 時間　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　 合　計　　 時間　　　分（20 時間以上）

座
学
・
実
車

安
全
運
転

上記の通り指導を受けました。

　　　　　　年　　　月　　　日

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署・捺印）

【３年間保存】

１. 運 転 者 氏 名

２. 所 属 営 業 所

３. 採 用 年 月 日

４. 雇入時健康診断受診年月日

５. 適性診断（初任）受診年月日

６. 運 転 者 選 任 年 月 日

７. 生年月日（選任時年齢）

８. 運 転 免 許 の 種 類

９. 運転免許の取得年月日

10. そ の 他 の 資 格

11. 指 導 時 間 の 内 訳

 

12. 運 転 者 の 署 名

※外部研修施設実施分に
ついては、カリキュラム

（告示準拠）及び修了証等
を添付

（公社）全日本トラック協会 参考様式

「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針（平成13年国土
交通省告示第1366号）」（平成29年3月改正）に対応

印

（12031701）

　国土交通省は3月8日、全日本トラック協会に対し、自
動車局安全政策課長と貨物課長の連名で、「準中型自動
車運転免許の新設に伴う運転免許種別の確認の徹底につ
いて」を通達した。
　道路交通法の一部を改正する法律が３月12日に施行さ
れたのに伴い、車両総重量7.5㌧までの貨物自動車を運
転できる準中型自動車運転免許制度が開始された。同日
以降に普通免許取得者が運転できる自動車は、車両総重
量3.5㌧未満および最大積載量２㌧未満のものに限られ
る。
　平成19年に中型自動車運転免許が導入された際には、
運送事業者が運転者の運転免許証と配車される自動車の
自動車検査証との照合を徹底させずに運行させた結果、
普通免許で中型貨物自動車を運転し、無免許運転で検挙
された事案が発生。そのため、今改正により無免許運転
とならないよう、運転者が取得している運転免許の年月
日および種類について運転者台帳により適切に管理する
とともに、乗務前点呼時に運転者の運転免許と乗務する
自動車の車両総重量・最大積載量を自動車検査証等によ
り照合するよう、運送事業者に対して呼びかけている。

　全日本トラック協会は、株式会社ポケモン（本社東京、
「Pokémon GO」運営会社）と連名で、前方注意喚起活
動として「STOP!! 危険な『ながらスマホ』」ポスターを
制作し、今号の『広報とらっく』に同封している。
　近年、歩行中や自転車運転時のスマホ操作による交通
事故が社会問題化している。

　このため、全ト協とポケモンでは、「歩行中や、自動車
や自転車を運転中にスマートフォンを操作する『ながら
スマホ』は非常に危険です。画面に意識が集中してしま
い、周囲の危険を発見することができず、思わぬ事故に
つながる『ながらスマホ』は絶対にやめましょう」と呼び
かけている。

　「準中型免許」の新設に係る改正道路交通法が平成29年３月12日に施行されました。「準中型免許」は、車両総
重量3.5㌧以上7.5㌧未満の小型トラックなどを対象とし、普通免許の経験を問わず18歳で取得が可能です。これまで
の普通免許では、小型でも運転できないトラックが多く、若年層を中心にドライバーの就業や採用に大きな障害となっ
ていたことから、今回の「準中型免許」の創設は、人手不足が一層深刻化し、若年ドライバーの確保を最重要課題とす
るトラック運送業界にとって、大きな追い風になると期待されています。全日本トラック協会では、法施行にあたって、
従前から制度概要などについて広報を続けてきています。今回は、「準中型免許Ｑ＆Ａ」改訂版、車両識別シールと国
交省からの通達、また、準中型免許新設に伴い改正された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」改正ポイントのリーフレットと、輸送安全規則の解釈および運用などを紹介します。「準中型免許」スタート

改正道路交通法が施行

ホームページからダウンロードが可能な「準中型免許Ｑ＆Ａ」

　全日本トラック協会では、準中型免許制度スタートにあ
たり、前号の『広報とらっく』に、新たな免許の区分と運
転できる車種との関係を分かりやすく整理した「準中型免
許制度開始に伴う啓発ポスター」と「自動車識別シール」
を同封し、新たな免許の区分と運転できる車種との関係を
周知するとともに、ホームページに「準中型免許Ｑ＆Ａ」
（写真左）を掲載し、制度全般にわたり解説している。
　このＱ＆Ａは、昨年7月に発行されていた初版を改訂し
たもので、最新の情報に合わせて内容をアップデートし
た。
　最新のＱ＆Ａは全ト協のホームページ（HP）にも掲載
されており、全ページのダウンロードが可能。
　また、全ト協では、改正道路交通法施行に併せて改正さ
れた「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う一般的な指導及び監督の指針」に対応した「事業
用トラックドライバー研修テキスト」（PDFファイル）を
全ト協HPで公開している。
　なお、「自動車識別シール」（写真下）および「事業用
トラックドライバー研修テキスト」は、日本貨物運送協同
組合連合会（日貨協連）で販売している。
［問合せ先］日本貨物運送協同組合連合会

☎03・3355・2035［直通］

　準中型免許の創設は、安全
対策の強化も一体となって
進められている。国土交通省
は、「貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対
して行う一般的な指導及び監
督の指針」（平成13年国土交
通省告示第1366号）の一部
を改正し、3月12日に施行し
た。「準中型免許」創設に合
わせて、運転者教育の強化を
図るために行われたもので、
トラックの初任運転者に対

し、15時間以上の座学と20時間以上の安全運転実技指
導を義務化するなど、一層の安全運行の実現を目指した
内容となっている。
　改正概要は■表 の通りで、「一般的な指導及び監督の
内容」に関しては、①～⑫の題目について、年間計画に
基づいて運転者に対する指導・監督を実施することを求
めている。同内容では、新たに「交通事故統計を活用し
た教育」、「緊急時における適切な対応」、「運転支援
装置を使用した場合の適切な運転方法」などの項目を追
加。また、近年増加傾向にある健康起因事故への対応な
ども盛り込んでいる。
　一方、「初任運転者に対する特別な指導の内容及び時
間」では、改正により一般の運転者と同様の内容を実施
することを求めるとともに、座学および実車を用いるこ
とにより15時間以上実施することとした。また、初任運
転者に実際にトラックを運転させることで安全な運転方

法を習得してもらうために、20時間以上の実車の運転を
盛り込んだ。これにより、初任運転者への指導時間は従
来の6時間以上から35時間以上へと大幅に拡大されるこ
とになった。

　また、国土交通省では、同指導・監督指針の改正に
伴い、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び
運用について」の改正を行った。
　今回の改正点は以下の通り

　全ト協では、今般の「貨
物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して
行う一般的な指導及び監督
の指針」の改正に伴い、初
任運転者教育の指導記録が
適切に行われるよう、「初
任運転者教育指導記録簿」
（参考様式・左イメージ）
を制作した。
　同様式は全ト協HPに、
記入例とともに掲載されて
いる。

「Ｑ＆Ａ」をＨＰに掲載

 初任運転者教育指導
記録簿を制作

初任運転者への
安全運転実技を義務化

指導・監督指針（告示）を改正

輸送安全規則の解釈
および運用通達を改正

運転免許種別確認の徹底を呼びかけ
準中型免許新設に伴い

ストップ！！危険な
「ながらスマホ」

全
ト
協

全
ト
協

国
交
省

国
交
省

国
交
省

全ト協が作成したリーフレット
表　「一般的な指導及び監督の内容」

＜ 1 年ごとに繰り返し実施する＞
題目 改正後の追加内容

①トラックを運転する場合の
心構え

交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを
理解させる

②トラックの運行の安全を確
保するために遵守すべき
基本的事項

規定に基づく日常点検の実施及び適切な運転
姿勢での運転の重要性を、それらを怠ったため
に事故を惹起した事業者及び運転者への処
分並びに事故の被害者等に与える心理的影
響を説明し、規定を遵守することの重要性を
理解させる

③トラックの構造上の特性

運搬中の貨物が運転に与える影響を確認させ
るとともに、トレーラを運転する場合にあって
は、運転に際して留意すべき事項を理解させ
る。この場合、トレーラによりコンテナを運搬
する場合にあっては、コンテナロックの重要性
も併せて理解させる

④貨物の正しい積載方法 車両制限令等の軸重規制を遵守した適切な
積載方法を理解させる

⑤過積載の危険性
過積載運行を行った場合における事業者、運
転者及び荷主に対する処分について理解させ
る

⑥危険物を運搬する場合に
留意すべき事項

危険物を運搬する事業者にあっては、危険物
に該当する貨物の種類及び運搬する前に確
認する事項を理解させる。また、タンクローリ
により危険物を運搬する場合は、安全に運搬
するために留意すべき事項を理解させる

⑦適切な運行の経路及び
当該経路における道路及
び交通の状況

改正なし

⑧危険の予測及び回避並
びに緊急時における対応
方法

自らへの注意喚起の手法として指差し呼称及
び安全呼称を行う習慣を体得させる。また、
豪雪等の悪天候が運転に与える影響のほ
か、事故発生時、災害発生時その他緊急時
における適切な対応方法を理解させる

⑨運転者の運転適性に応じ
た安全運転

適性診断の結果その他の方法により個々の運
転者に自らの運転行動の特性を自覚させる

⑩交通事故に関わる運転者
の生理的及び心理的要
因及びこれらへの対処方
法

過労及び医薬品の服用に伴い誘発される眠
気による事故の可能性を理解させる。運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準を理解さ
せる

⑪健康管理の重要性 ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理
を行うことの重要性を理解させる

⑫安全性の向上を図るため
の装置を備える事業用自
動車の適切な運転方法

当該装置の機能への過信及び誤った使用方
法が交通事故の要因となるおそれがあることに
ついて事例を説明すること等により、当該事
業用自動車の適切な運転方法を理解させる

≪≪今号にポスターを同封≫≫

指導監督指針第2章２（２）②「安全運転の実技」関係

◎指導監督指針第２章２（２）②の「添乗等により指導する」
とは、原則として、添乗により安全運転の実技を実施するこ
とを指し、安全運転の実技を実施するための場所を有す
る外部の専門的機関を活用する場合にあっては、添乗に
代えて、ドライブレコーダーの記録により運転者の運転状況
を確認し、指導することができることとする。

◎指導監督指針第２章２（２）②の趣旨は、一般貨物自動車
運送事業者等において、運行の安全の確保に必要な実
技に関する指導の徹底を期するものであり、したがって、
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者の技量を見極
めつつ、運行の安全の確保に支障がないと認められるま
で当該運転者に対して指導を継続して実施する必要があ
り、20時間の実施では必ずしも十分ではないことに留意し
なければならない。

指導監督指針第2章3（１）②「実施期間」関係

◎指導監督指針第２章３（1）②の規定に基づく指導の実施
期間については、「やむを得ない事情がある場合」のほ
か、添乗による安全運転の実技により、一般貨物自動車運
送事業者等が安全な運転に必要な技能を備えていると判
断した運転者に対しては、その後の添乗による安全運転
の実技に限り、乗務を開始した後1か月以内に指導を実施
しても差し支えない。

平成29年
3月12日



　問題は、1ページから30ページまでの30問です。
　答えを記入の際は、各問題の設問の指示に従い解答して下さい。
　なお、解答にあたっては、各問及び各選択肢に記載された事項以外は、考慮し
ないものとして下さい。
　また、設問で求める数と異なる数の解答をしたもの、及び複数の解答を求める
問題で一部不正解のものは、正解としません。
　※問題文は原文のまま掲載しています。

1．貨物自動車運送事業法関係　 

問１　貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答
用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載され
ている事項以外は考慮しないものとする。

　1．一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け
た者は、その取消しの日から 2 年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事
業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。
　2．一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）は、運送約款を定め、
又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出な
ければならない。
　3．事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な
権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従
業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊
重しなければならない。
　4．事業者は、法令の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨
を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

問２　貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全に
ついての次の文中、A、B、C、D に入るべき字句を下の枠内の選択肢（1 ～ 8）から
選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の A 、荷役その他の事業用自動
車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従
業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は B のために利用することが
できる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な C の設定その他事業用自動
車の運転者の D するために必要な措置を講じなければならない。

問３　次の記述のうち、運行管理者の行わなければならない業務として正しいもの
をすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務の途中及び
乗務を終了したときは、法令の規定により点呼を受け、一般貨物自動車運送事業者
に規定による報告をしなければならないことを、徹底すること。
　2．法令の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設
を適切に管理すること。
　3．自動車事故報告規則第 5 条（事故警報）の規定により定められた事故防止対
策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び
監督を行うこと。
　4．法令の規定により、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、
輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措
置を講ずること。　

問４　貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述
のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．運行管理者の補助者は、運行管理者の指導及び監督のもと、事業用自動車の
運転者に対する点呼の一部（点呼を行うべき総回数の 3 分の 2 未満）を行うことが
できる。
　2．乗務前の点呼は、対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法）により
行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると
認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、
当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
　3．貨物自動車運送事業者は、運行上やむを得ない場合は、電話その他の方法に
より点呼を行うことができるが、営業所と当該営業所の車庫が離れている場合は、
運行上やむを得ない場合に該当しないので、対面により点呼を行わなければならない。
　4．2 日間にわたる運行（1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2 日目の
乗務開始が 1日目の乗務を終了した地点となるもの。）については、1日目の乗務後の
点呼及び 2 日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2 日
目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼（乗務後の点呼は対面で行う。）
のほかに、当該乗務途中において少なくとも1 回電話その他の方法により点呼（中間
点呼）を行わなければならない。

問５　次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事
故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものを 2 つ選び、解答用紙の該当
する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項
以外は考慮しないものとする。

　1．事業用自動車が、交差点で信号待ちで停車していた乗用車の発見が遅れ、ブ
レーキをかける間もなく追突した。この事故で、当該事業用自動車の運転者が 30
日の医師の治療を要する傷害を負うとともに、追突された乗用車の運転者が病院に
15 日間入院する傷害を負い、同乗者が死亡した。
　2．事業用自動車が交差点において乗用車と出会い頭の衝突事故を起こした。双方
の運転者は共に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が事故を警察官に報告し
た際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。
　3．事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、
積載していたコンテナの上部が橋桁に衝突した。この影響で、3 時間にわたり本線に
おいて鉄道車両の運転を休止させた。
　4．事業用自動車が片側 2 車線の道路を走行中、左側の車線から右側の車線に進
路変更したところ、右後方から走行してきた乗用車と接触し、その反動で当該乗用車
が対向車線に飛び出し対向車と衝突した。この事故で、乗用車に乗車していた 5 名
が重傷（自動車事故報告規則で定めるもの。）を負った。

問６　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の過労運転の防止等に
関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマーク
しなさい。

　1．事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者
（以下「運転者」という。）を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する
運転者は、日々雇い入れられる者、2 ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試み
の使用期間中の者（14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）であっては
ならない。
　2．特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系
統であって起点から終点までの距離が 100 キロメートルを超えるものごとに、所定の
事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守につ
いて乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
　3．運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するま
での時間（ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（労働省告示）
の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者が
フェリーに乗船する場合における休息期間を除く。）は、168 時間を超えてはならない。
　4．事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲

労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、
当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

問７　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業用自動車の運行
の安全を確保するために、国土交通省告示に基づき運転者に対して行わなければな
らない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関す
る次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしな
さい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しない
ものとする。

　1．事業用自動車の運転者の乗務において、道路交通法に規定する交通事故若し
くは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態
が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録するよう運
転者に対し指導及び監督すること。
　2．他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所
定の通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機
能について、運行の状況に応じて必要な点検を実施するよう、運転者に対し指導及
び監督すること。
　3．事業者は、適齢診断（高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認
定したもの。）を運転者が 65才に達した日以後１年以内に１回受診させ、その後 3 年
以内ごとに1 回受診させること。
　4．事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた
者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前 3 年間に他の事
業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、やむを得ない事情があ
る場合を除き、初任運転者を対象とする特別な指導を当該事業者において初めて事
業用自動車に乗務する前に行うこと。

問８　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の貨物の積載等に関す
る次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしな
さい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しない
ものとする。

　1．事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積
載しなければならない。また、貨物が運搬中に荷崩れ等により落下することを防止す
るため、必要な措置を講じなければならない。
　2．国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車
運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係
る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、
かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再
発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積
載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することがで
きる。
　3．車両総重量が 8トン以上又は最大積載量が 5トン以上の普通自動車である事
業用自動車に乗務する運転者は、当該乗務において、法令の規定に基づき作成され
た運行指示書に「貨物の積載状況」が記録されている場合は、乗務等の記録に当該
事項を記録したものとみなされる。
　4．事業者は、道路法第 47 条第 2 項の規定（車両でその幅、重量、高さ、長さ
又は最小回転半径が政令で定める最高限度を超えるものは、道路を通行させてはな
らない。）に違反し、又は政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し道路管
理者が付した条件（通行経路、通行時間等）に違反して事業用自動車を通行させる
ことを防止するため、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

2．道路運送車両法関係
問９　道路運送車両法の目的についての次の文中、A、B、C、D に入るべき字句と
していずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　この法律は、道路運送車両に関し、 A についての公証等を行い、並びに
B 及び C その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せ

て自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、 D ことを目的とする。
　  A １．所有権   2．取得
　  B １．運行の安定性の確保   2．安全性の確保
　  C １．騒音の防止   2．公害の防止
　  D １．道路交通の発達を図る 2．公共の福祉を増進する

問10　自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用
紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されて
いる事項以外は考慮しないものとする。

　1．指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示し
ている場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運
行の用に供してはならない。
　2．自動車は、その構造が、長さ、幅及び高さ並びに車両総重量（車両重量、最
大積載量及び 55 キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。）等道路運
送車両法に定める事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他
の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
　3．国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、
天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるとき
は、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期
間を定めて伸長する旨を公示することができる。
　4．自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期
間の起算日が表示されている。

問11　道路運送車両法の自動車の登録等についての次の記述のうち、誤っているも
のを1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により
自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、
遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標につい
て国土交通大臣の領置を受けなければならない。
　2．自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆し
ないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が
生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供
してはならない。
　3．登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し（整備又は改造のため
に解体する場合を除く。）、又は自動車の用途を廃止したときは、速やかに、当該自
動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
　4．自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、
道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15 日以内に、国土
交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

問12　道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のう
ち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答
にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が 5トン以上のもの
の後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で
定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
　2．自動車の軸重は、10トン（牽引自動車のうち告示で定めるものにあっては、
11.5トン）を超えてはならない。
　3．自動車（二輪自動車等を除く。）の空気入ゴムタイヤの接地部は滑り止めを施し
たものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止め
のために施されている凹部（サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータ
の部分を除く。）のいずれの部分においても1.6 mm 以上の深さを有すること。
　4．貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が 8トン以上又は
最大積載量が 5トン以上のものの原動機には、自動車が時速 100キロメートルを超え

て走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことが
できるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

　3．道路交通法関係
問13　道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを 2
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選
択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
　2．自動車とは、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であ
って、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他
の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。
　3．駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由によ
り継続的に停止すること（荷待ちのための停止で 5 分を超えない時間内のもの及び人
の乗降のための停止を除く。）、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をす
る者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
　4．道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に
描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

問14　道路交通法に定める車両通行帯についての次の文中、A、B、C に入るべき字
句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて
A の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車（小型特殊自動車

及び道路標識等によって指定された自動車を除く。）は、当該道路の左側部分（当該
道路が一方通行となっているときは、当該道路）に B の車両通行帯が設けられて
いるときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も C の車両通
行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
　  A 1．一番目 2．二番目
　  B 1．二以上 2．三以上
　  C 1．右側  2．左側

問15　道路交通法に定める交差点における通行方法等についての次の記述のうち、
正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあ
たっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、交差点において既に右
折している自動車は、青色の灯火により進行することができることとされている自動
車に優先して進行することができる。
　2．車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前
からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って（道
路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通
行して）徐行しなければならない。
　3．車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
かつ、できる限り道路の左側端に沿って（道路標識等により通行すべき部分が指定
されているときは、その指定された部分を通行して）徐行しなければならない。
　4．車両等（優先道路を通行している車両等を除く。）は、交通整理の行われていな
い交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその
通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、そ
の前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

問16　次に掲げる標識に関する次の記述のうち、誤っているものを1 つ選び、解答
用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．車両総重量が 9,800 キログラムで最大積載量が 5,500キログラムの特定中型
　　自動車（専ら人を運搬する構造のもの以外のもの）は通行してはならない。

　2．車両は、8 時から 20 時までの間は駐停車してはならない。

　3．車両は、黄色又は赤色の灯火の信号にかかわらず左折することができる。

　4．車両は、指定された方向以外の方向に進行してはならない。

問17　貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載（車両に積載
をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。
以下同じ。）についての次の記述のうち、誤っているものを1 つ選び、解答用紙の該
当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。

　1．車両（軽車両を除く。）の運転者は、貨物が分割できないものであるため政令で
定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法（以下「積載重量等」
という。）の制限又は公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合におい
て、当該車両の出発地を管轄する警察署長（以下「出発地警察署長」という。）が当
該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を
限って許可をしたときは、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える
積載をして車両を運転することができる。
　2．車両（軽車両を除く。）の運転者は、当該車両について政令で定める積載重量
等の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、
出発地警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車（以下「貨
物自動車」という。）の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさ
せて運転することができる。
　3．車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車
させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を
運転してはならない。ただし、貨物自動車で貨物を積載しているものにあっては、当
該貨物を看守するため当該自動車が積載可能な重量までの人員をその荷台に乗車さ
せて運転することができる。
　4．警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、当該自動車に係る積載が
過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

4．労働基準法関係
問18　労働基準法（以下「法」という。）に定める労働条件及び労働契約についての次
の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、
当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させては
ならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
　2．使用者は、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予
定する契約をしてはならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるとき
は、この限りでない。
　3．労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間
を定めるもののほかは、3 年（法第 14 条（契約期間等）第 1 項各号のいずれかに該
当する労働契約にあっては、5 年）を超える期間について締結してはならない。
　4．労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その
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他の労働条件が事実と相違する場合においては、少なくとも 30 日前に使用者に予告
したうえで、当該労働契約を解除することができる。

問19　労働基準法（以下「法」という。）に定める労働時間及び年次有給休暇等に関
する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークし
なさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しな
いものとする。
　1．使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要があ
る場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定め
る労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のた
めに行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出な
ければならない。
　2．労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用については通算する。
　3．使用者は、その雇入れの日から起算して 6 ヵ月間継続勤務し全労働日の 7 割
以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10 労働日の有給休暇を与え
なければならない。
　4．労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育
児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める
育児休業又は介護休業をした期間は、年次有給休暇（法第 39 条）取得のための
出勤率の算定上、これを出勤したものとみなす。

問20　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善基準」とい
う。）に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等について
の次の文中、A、B、C、D に入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　1．労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自
動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当
該一定期間は、 A 及び B 以内の一定の期間とするものとする。
　2．使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第 35
条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は C について D を超え
ないものとし、当該休日の労働によって改善基準第 4 条第 1 項に定める拘束時間
及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
　  A １．2 週間  2．4 週間
　  B １．1 ヵ月以上 3 ヵ月 2．3 ヵ月以上 6 ヵ月
　  C １．1 週間  2．2 週間
　  D １．1 回   2．2 回

問21　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」において定める貨物自
動車運送事業に従事する自動車運転者（以下、「トラック運転者」という。）の拘束
時間及び運転時間等に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の
該当する欄にマークしなさい。ただし、1 人乗務で、隔日勤務には就いていない場
合とする。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮
しないものとする。

　1．使用者は、トラック運転者の拘束時間については、1 ヵ月について 293 時間
を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち 6 ヵ月ま
では、1 年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内において、329
時間まで延長することができる。
　2．使用者は、トラック運転者の 1 日（始業時刻から起算して 24 時間をいう。）
についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、当該拘束時間を延
長する場合であっても、最大拘束時間は、15 時間とすること。この場合において、
1 日についての拘束時間が 13 時間を超える回数は、1 週間について 2 回以内とす
ること。
　3．使用者は、トラック運転者の運転時間については、2 日（始業時刻から起算
して48 時間をいう。）を平均し１日当たり 9 時間、2 週間を平均し1 週間当たり 44
時間を超えないものとすること。
　4．使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住
所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努め
るものとする。

問22　下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 5 日間の勤務状
況の例を示したものであるが、次の 1 ～ 4 の拘束時間のうち、「自動車運転者の労
働時間等の改善のための基準」における1 日についての拘束時間として、正しいも
のを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、フェリー乗船時間
は休息期間として取り扱うものとする。

    1．1 日目：13 時間 2 日目：13 時間    3 日目：12 時間   4 日目：14 時間
    2．1 日目：13 時間 2 日目：14 時間    3 日目：12 時間   4 日目：15 時間
    3．1 日目：15 時間 2 日目：13 時間    3 日目：14 時間   4 日目：14 時間
    4．1 日目：15 時間 2 日目：14 時間    3 日目：14 時間   4 日目：15 時間

問23　下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 4 日間の勤務状
況の例を示したものであるが、当該運転者の拘束時間、運転時間及び連続運転の
中断方法に関する次のア～ウについて、「自動車運転者の労働時間等の改善のため
の基準」に照らし、解答しなさい。なお、当該運行は、1 人乗務で、隔日勤務に
は就いていない場合とする。

　ア　1 日についての最大拘束時間に違反しているものを、次の 1 ～ 4 の中から
１つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　　1．1日目　2．2 日目　3．3 日目　4．4 日目

　イ　4 日間のすべての日を特定日とした 2 日（始業時刻から起算して48 時間を
いう。）を平均した 1日当たりの運転時間に違反しているものを、次の 1 ～ 4 の中か
ら１つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　　1．1日目　2．2 日目　3．3 日目　4．4 日目
　ウ　連続運転時間に違反しているものを、次の 1 ～ 4 の中から1 つ選び、解答
用紙の該当する欄にマークしなさい。
　　1．1日目　2．2 日目　3．3 日目　4．4 日目

5．実務上の知識及び能力
問24　点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」
の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答
にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、酒気帯びの有無
を確認するためであって、道路交通法で定める呼気中のアルコール濃度 1リットル
当たり 0.15 ミリグラム以上であるか否かを判定するものではない。
　2．乗務後の点呼において、乗務を終了した運転者からの当該乗務に係る事業
用自動車、道路及び運行の状況についての報告は、特に異常がない場合には運転
者から求めないこととしており、点呼記録表に「異常なし」と記録している。
　3．運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点
呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と
営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を
行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での
点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
　4．乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるよう
にするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を
講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録
表の運転者の氏名の横に注意喚起のマークを付記するなどして、これを点呼におい
て活用している。

問25　一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・
監督に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切で
ないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．他の自動車に追従して走行するときは、常に「秒」の意識をもって自車の速度
と制動距離に留意し、前車との追突等の危険が発生した場合でも安全に停止できる
よう制動距離と同じ距離の車間距離を保って運転するよう指導している。
　2．飲酒により体内に摂取されたアルコールを処理するために必要な時間の目安
については、例えばビール 500ミリリットル（アルコール 5％）の場合、概ね 4 時間
とされている。事業者は、これを参考に個人差も考慮して、体質的にお酒に弱い
運転者のみを対象として、酒類の飲み方等についても指導を行っている。
　3．大雨、大雪、土砂災害などの異常気象時の措置については、異常気象時等
処理要領を作成し、運転者全員に周知させておくとともに運転者とも速やかに連絡
がとれるよう緊急時における連絡体制を整えているので、事業用自動車の運行の中
断、待避所の確保、徐行運転等の運転に関わることについては運転者の判断に任せ、
中断、待避したときに報告するよう指導している。
　4．走行中に事故を起こし、負傷者を発生させた際の措置については、当該負
傷者を最初に救護し、その後、事故現場となった当該道路における危険を防止す
るため、発炎筒等を使用して後続車に注意を促すよう指導した。

問26　交通事故防止対策に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」
の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解
答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．適性診断は、運転者の運転能力、運転態度及び性格等を客観的に把握し、
運転の適性を判定することにより、運転に適さない者を運転者として選任しないよ
うにするためのものであり、ヒューマンエラーによる交通事故の発生を未然に防止
するための有効な手段となっている。
　2．輸送の安全に関する教育及び研修については、知識を普及させることに重点
を置く手法に加えて、問題を解決することに重点を置く手法を取り入れるとともに、
グループ討議や「参加体験型」研修等、運転者が参加する手法を取り入れること
も交通事故防止対策の有効な手段となっている。
　3．交通事故は、そのほとんどが運転者等のヒューマンエラーにより発生するも
のである。したがって、事故惹起運転者の社内処分及び再教育に特化した対策を
講ずることが、交通事故の再発を未然に防止するには最も有効である。そのため
には、発生した事故の調査や事故原因の分析よりも、事故惹起運転者及び運行管
理者に対する特別講習を確実に受講させる等、ヒューマンエラーの再発防止を中心
とした対策に努めるべきである。
　4．指差呼称は、運転者の錯覚、誤判断、誤操作等を防止するための手段であり、
道路の信号や標識などを指で差し、その対象が持つ名称や状態を声に出して確認
することをいい、安全確認に重要な運転者の意識レベルを高めるなど交通事故防
止対策に有効な手段の一つとして活用されている。

問27　自動車の走行時に生じる諸現象とその主な対策に関する次の文中、A、B、C、
D に入るべき字句を下の枠内の選択肢（1 ～ 6 ）から選び、解答用紙の該当する欄
にマークしなさい。

　ア  A とは、雨の降りはじめに、路面の油や土砂などの微粒子が雨と混じっ
て滑りやすい膜を形成するため、タイヤと路面との摩擦係数が低下し急ブレーキを
かけたときなどにスリップすることをいう。これを防ぐため、雨の降りはじめには速
度を落とし、車間距離を十分にとって、不用意な急ハンドルや急ブレーキを避ける
よう運転者に対し指導する必要がある。
　イ  B とは、タイヤの空気不足で高速走行したとき、タイヤに波打ち現象が
生じ、セパレーション（剥離）やコード切れ等が発生することをいう。これを防ぐ
ため、タイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し
指導する必要がある。
　ウ  C とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ
・ライニングが摩擦のため過熱することにより、ドラムとライニングの間の摩擦力
が低下し、ブレーキの効きが悪くなることをいう。これを防ぐため、長い下り坂な
どでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよ
う運転者に対し指導する必要がある。
　エ  D とは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイヤの排
水作用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能になることをいう。これ
を防ぐため、日頃よりスピードを抑えた走行に努めるべきことや、タイヤの空気圧
及び溝の深さが適当であることを日常点検で確認することの重要性を、運転者に対
し指導する必要がある。

   　1．スタンディング・ウェーブ現象   2．ベーパー・ロック現象
   　3．ハイドロプレーニング現象   4．ウェット・スキッド現象
　   5．クリープ現象     6．フェード現象

問28　自動車運送事業者において最近普及の進んできた映像記録型ドライブレコ
ーダー（以下「ドライブレコーダー」という。）等を活用した運転者指導の取組に関す
る次の記述のうち、適切なものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしな
さい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しな
いものとする。

　1．ドライブレコーダーによる危険度の高い運転やヒヤリ・ハットの映像記録と、
デジタル式運行記録計の速度・加速度等のデータを連携させることにより、運転行
動全体を適確に把握し、運転指導や運行管理の改善に役立てている。
　2．ドライブレコーダーは、事故時の映像だけでなく、運転者のブレーキ操作や
ハンドル操作などの運転状況を記録し、解析診断することで運転のクセ等を読み
取ることができるものがあり、運行管理者が行う運転者の安全運転の指導に活用
されている。
　3．デジタル式運行記録計は、自動車の運行中、交通事故や急ブレーキ、急ハ
ンドルなどにより当該自動車が一定以上の衝撃を受けると、衝突前と衝突後の前後
10 数秒間の映像などを記録する装置であり、事故防止対策の有効な手段の一つと
して活用されている。
　4．衝突被害軽減ブレーキは、レーダー等で検知した前方の車両等に衝突する
危険性が生じた場合に運転者にブレーキ操作を行うよう促し、さらに衝突する可
能性が高くなると自動的にブレーキが作動し、衝突による被害を軽減させるための
ものである。当該ブレーキが備えられている自動車に乗務する運転者に対しては、
当該ブレーキの機能等を正しく理解させる必要がある。

問29　運行管理者は、荷主からの運送依頼を受けて、次のとおり運行の計画を立
てた。この計画を立てた運行管理者の判断に関する次の 1 ～ 3 の記述のうち、適
切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」
の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、＜運行の計画＞に記載されてい
る事項以外は考慮しないものとする。

（荷主の依頼事項）
　A 地点から、重量が 5,250キログラムの荷を 10時30分までに B 地点に運び、
その後戻りの便にて、C 地点から 4,500キログラムの荷を18時までに A 地点に運ぶ。

＜運行の計画＞
　ア　乗車定員 2 名で最大積載量 6,000キログラム、車両総重量 10,950 キログ

ラムの中型貨物自動車を使用する。当該運行は、運転者 1 人乗務とする。
　イ　当日の当該運転者の始業時刻は 4 時とし、乗務前点呼後 4時30 分に営業
所を出庫して荷主先の A 地点に向かう。A 地点にて荷積み後 B 地点に向かうが、
途中 15 分の休憩をはさみ、B 地点には 9時35分に到着する。荷下ろし後、休憩
施設に向かい、当該施設において 10時45 分から11時45分まで休憩をとる。
　ウ　11時45分に休憩施設を出発して C 地点に向かい、荷積みを行う。その後、
12時25分に C 地点を出発し、一般道を 20 分走行した後、D 料金所から高速自
動車国道（法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。）に乗り、
途中15分の休憩をはさみ、3時間30 分運転した後 E 料金所にて高速道路を降りる。
（D 料金所と E 料金所の間の距離は 240キロメートル）その後、一般道を 20 分
走行し、荷主先の A 地点に 16時50 分に到着する。荷下ろし後、20 分運転して営
業所に 17時40 分に帰庫する。営業所において乗務後点呼を受け、18時10 分に
終業する。

　1．D 料金所から E 料金所までの間の高速自動車国道の運転時間を、制限速度
を考慮して 3 時間 30 分と設定したこと。
　2．当該運転者は前日の終業時刻は 19 時 00 分であり、また、当該運転者の翌
日の始業時刻を 3 時 30 分としても、前日及び当日の各々の勤務終了後の休息期間
は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善基準」という。）
に違反していないと判断したこと。
　3．当日の運行における連続運転時間の中断方法は改善基準に違反していないと
判断したこと。

問30　運行管理者が、次の大型トラックの事故報告に基づき、この事故の要因分
析を行ったうえで、同種事故の再発を防止するための対策として、最も直接的に有
効と考えられる組合せを、下の枠内の選択肢（1 ～ 8）から1 つ選び、解答用紙の
該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、＜事故の概要＞及び＜
事故関連情報＞に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

＜事故の概要＞
　運転者及び交替運転者は、事故日前日の 23 時 50 分に営業所に隣接した車庫に
て電話点呼を受けたのち、アルミサッシ類を積み置きしてあった車両総重量 19トン
の大型トラックにて出庫した。翌日（事故日）の 23 時 30 分に片側 2 車線の高速
道路にて前方を走行していた大型トラックの後方約 70 メートルを時速 90 キロメー
トルで追従走行していたところ、前方の大型トラックが急に追い越し車線に進路変
更したため、走行車線前方に横転していた車両の発見が遅れ、ハンドル操作で右に
回避しようとしたが間に合わず当該横転車両に衝突した。この衝突の衝撃により当
該横転車両に乗っていた運転者は車外に放り出され、頭部挫傷により死亡した。

＜事故関連情報＞
　○この運行は、2 人乗務により荷主から直接運送の依頼を受けた長距離定期運
行として行っているものであり、この事故惹起運転者も過去において何度も同経路
の運行を行っていた。
　○この 2 名の運転者は、事故日前日の 23時50 分に運行管理者の電話による点
呼を受けた後、初めに当該運転者が運転して出庫した。当該運転者は、途中 15
分の休憩をはさみ翌日 7 時 10 分に交替運転者に運転を代わり、運転席後方のベッ
トにて休息した。17 時に起床して、19 時に再び運転を交替し、途中 10 分の休憩
を取った後、23時30 分に事故を起こした。
　○当該運転者は、事故日前 1 ヵ月間の勤務において、4 時間を超える連続運
転及び 1 日最大拘束時間等について「自動車運転者の労働時間等の改善のため
の基準」（以下「改善基準」という。）に違反した運行を複数回行っていた。また、
運行記録計のデータからも、この間に数回の速度超過が確認された。
　○当該営業所においては、補助者は選任されておらず、運行管理者 1 名により運
行管理業務を行っていた。
　○当該営業所では、１ヵ月に1 回、従業員全員が参加する安全会議を実施していた。
　○事業者は、健康診断及び適性診断を定期的に実施し、すべての運転者に受
診させていた。当該運転者も、健康診断を年 2 回、適性診断を毎年受診しており、
適性診断結果に基づき運行管理者から指導を受けていた。

＜事故の再発防止対策＞
　ア　運転者に対し、過労が運転に及ぼす危険性を認識させ、疲労を感じたときは、
適切な休憩を取るなどの対応を指導する。
　イ　深夜・早朝においても、対面による点呼を確実に実施できる運行管理者等
を配置し、高速道路においても、安全運行に関し運転者に常時適切な指示を行え
る体制を整える。
　ウ　漫然運転や脇見運転による追突事故を防止する観点から、衝突被害軽減ブ
レーキ装着車の導入を促進する。
　エ　連続運転時間などが改善基準に違反しない乗務計画を作成し、運転者に対
する適切な運行指示を徹底する。
　オ　運転者に対し、偏荷重が生じないような貨物の積載方法及び運搬中に荷崩
れが生じないような貨物の固縛方法を指導する。
　カ　運行管理者は、安全を確保するために必要な運転に関する知識・技能を習
得させるため、運転者に対する指導・監督を継続的、計画的に実施し、適切な車
間距離の確保、危険を予測し適切に回避するための運転、制限速度を遵守した安
全な運行等を徹底させる。
　キ　運転者に対し、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを事例で示
し説明すること等により理解させ、定期的な健康診断の結果に基づいて適切な健
康管理を行うことを指導する。
　ク　運転者に対し、夜間の高速道路においては、運転操作が単調になる等、脇見
運転や漫然運転の危険性が高くなることを、安全会議などで周知・徹底する。

問1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

1,4 A:3 ,B:7
C:6,D:4 1, 2 , 3 4 2,4 3 2 3 A:1,B :2

C:2,D:2 2 ,3

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18 問 19 問 20

3 2 ,3 1, 2 A:1,B :2
C:1 2 ,3 4 3 3 3 A :1,B :1

C:2,D:1

問 21 問 22 問 23 問 24 問 25 問 26 問 27 問 28 問 29 問 30

3,4 2 ア: 2,イ:2
ウ:3

�適�1,4
不適�2,3

適�4
不適1,2,3

�適�2,4
不適�1,3�

A:4 ,B:1
C:6,D:3 1, 2, 4

�適�1,2
��不適��3 5

【
正
答
表
】

 １．ア・イ・ウ・キ  ２．ア・ウ・カ・キ
 ３．ア・エ・オ・カ  ４．ア・イ・オ・カ
 ５．イ・エ・カ・ク  ６．イ・オ・キ・ク
 ７．ウ・エ・オ・ク  ８．ウ・エ・キ・ク
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